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新たな地域医療構想について

厚生労働省 医政局地朝 医療計画課

堤 雅宣

I.新たな地域医療構想に向けたこれまでの議論について

Ⅱ日検討会における議論のとりまとめについて

本 日の 内容



・ 2040年には、85歳以上人口を中心とした高齢化と生産年齢人口の減少が見られる。

・ 地域ごとに見ると、生産年齢人口はほぼ全ての地域で減少し、高齢人口は、大都市部では増加、過疎地域
では減少、地方都市部では高齢人口が増加する地域と減少する地域がある。

く人口構造の変化>                           <2025年 →2040年の年節区分別人口の変化の状況>

(単位 年齢区分別人口の変化率の平均値
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2040年 の 人 口構 成 につ いて

医療需要の変化④ 医療と介護の複合ニーズが一層高まる
○ 要介護認定率は、年齢が上がるにつれ上昇し、特に、85歳以上で上昇する。
0 2025年度以降、後期高齢者の増加は緩やかとなるが、85歳以上の人口は、2040年 に向レすて、引き続き増加が見込
まれており、医療と介護の複合ニーズを持つ者が一層多くなることが見込まれる。

年齢階級別の要介護認定率 85歳以上の人口の推移
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(資料)将来推計は、国立社会保 ,章 。人口問題研究所「日本の将来推計人口」
(令和 5(2023)年 4月推計)出生中位 (死亡中位)推計
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医療需要の変化② 外来患者数は、既に減少局面にある医療固が多い
O 全国でのタト来患者数は2025年にピークを迎えることが見込まれる。65歳以上が占める割合は継続
的に上昇し、2050年には約6割となることが見込まれる。
O 既に2020年までに224の医療圏ではタト来患者数のピークを迎えていると見込まれる。
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出羹 :厚生労働省「患著調査」 (2017年 )、 総務省「住民基本台帳人口J(2018年 )、 「人口推計J(7017年 )及び目立社会保
障 ,人口問層

`魔

究所「日本の地域別将来推計人口 (2023年後計)Jを基に厚生労働力省医政局砲蟻医療計画課において推計。

※二次医療国の思者数は 当該二次医療圏が属する部勘有県の受療率が各医療国に当てはまるものとして、将来の人口雑討を用い
て
'資
出。

※福島県は相双、いわきの 2医療目を含む浜逓り地域が一体として人口推計が行われているため 地域別の整計を行うに当たって
は、これらの 2地既を除く328の二次医療国について集計。

※外来患者教は通院のみであり、訪問診療、往診等を含まない。                             5

令和 6年11月 8日新たな地域医療構想等に関する検討会資料 (一部改 )

一般病院において、医業・介護収益に対する給与費は570/0を 占めている。給与費は病床数に比例して増加す

るところ、病床利用率は低下している。このような中、一般病院等の医業利益率は低下している。
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医業・介護収益に占める比率

資料出所 :医療経済実態調査 (令和 5年調査)

資料出所 :厚生労働省「病院報告」

※ 1 療獲病床については、平成 8～
“

年は療要型病床群 平成 14年 は療
霞

注1)コロナ対応等の補助金について 多くの病院では医楽外収益に計上しているも
のの、一部 (ア)病院では医業収益内や特別刑益に計上している。そのため、医業利益

率については、一部の1滝助金収益が含まれている点に留意されたい
フエ2)コロナタ」応のかかり増し経費等は医業費用として計上される一方、注 1のとお
り祐助金収益の計上先は輿なるため 医業利益率と経常利益率の間には,司こ裔とが生じ

出典 :「 2023年度 病院の経営状況 (速報値 )と りまとめ」 (令和 6年
11月 )wAM Reseaに h RepO止より
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マンパワー① 2025年以降、人材確保がますます課題となる

02040 | く する中で、 人材は現 り く必要となる。

需要面から推計した医療福祉分野の就業者数の推移 (参考)※ 3

需要画・供給画を勘案した
「医療・福祉」の就業者数＼Fμ,監

16′082万人 〔経堪語兵亀塾鼎勢が〕

①多様な就労・社会参加

②健康寿命の延伸
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Xl 総就業者数は独立行政法人労働政策研究 研修機構「労働力需給の推計J(2019年 3月 )に よる。総就葉着数のうち、下の数値は経済成長と芳 l療力参加が進まないケース 上の数値は進むケースを記載。
X2 2018年 度の医療 福祉の就業者致は推計僣である。
※ 3 独立行政法人労働政策研究 研修機構「労働力需給の推計」は、2024年 3月 11日 に新しい推計が公表されている。2024年 3月推計では、成長実現 労働参加進展ンナリオで 総就業者致は、2022年の 6′フ24万人か
ら2040年に6′フ34万人と社lね l甍はいであ r)、 「医療 福祉Jの就葉者数は、2022年の89フ万人から2040年に1′ 106万人と増加する推計となっている。現時点では、『需要面から推計した医療福祉分野の就業者数』
を更新したデータはないため 比較には留意が必要。 フ
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多くの医療資源を要する医療について、2020年から2040年にかけて、全ての診療領域において、半数以上の

構想区域で手術作数が少なくなる。

2020年から2040年への手術の算定回数の変化率別構想区域数 (診療領域別 )
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資半J出所 :厚生労働省「NDBオ ープンデータJ(令刑4年度)、 総務省「人口推計」2022年  回立社会保F草  人口問題研究所「日本の地域別1▼来推計人口Jを用いて 厚生労働省医政局地域医療計画課において作成。
※推計については 年齢l甚成の変化による需要の変化をみるため 全国計の性 年齢階級別の領H別の算定回数を分子 全国の性 乍齢贈イ必l別人口を分日として受療率を作う)し 、これを1語想区豊別の性 年齢階級別の
2020年  2040年 時点のそれぞれの人口に適用して作成しているものであり、地域別の受療行軍lJの変化の実態を繊り込んでいるものではないことに留意が必要。 8

2040年 にお ける診療領域別の手術件数の変化 につ いて



医療・介護の複合ニーズを有する85歳以上の高齢者が増加することが見込まれる。2020年から2040年にか

けて、85歳以上の救急搬送はフ50/0増加し、85歳以上の在宅医療需要は620/O増加することが見込まれる。

年齢階級別の救急搬送の件数の将来推計

2020        2025        2040 年

2020年から2040年にかけて、75歳以上の救急搬送は360/0増、

うち85歳以上の救急搬送は750/O増 と見込まれる。

年齢階級別の訪問診療患者数の 1薯来推計
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2020年から2040年にかけて、75歳以上の訪問診療の需要は

430/O増、うち85歳以上の訪問診療の需要は620/O増と見込まれる。
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2040年 の 医療需要 につ いて

フ年 7月 4日第 116回社会保障審議会医療部会資料

O 現在の人口規模が同じような地域であつても、2040年に向けた人口減少の度合いは、今後約300/o減少する地域か
ら、数0/oの減少の地域まで様々である。

現在の人口規模が■S万～20万人の二次医療日の
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令不B6年 12月 3日新たな地域医療構想等に関する検討会資料 (一部改)

人口規模の大小等の地域毎に課題が異なり、それぞれの特性に応した医療提供体制の確保が必要となる。

■人口規模の小さな区域での課題の例

二次医療圏人園規模別の人囲 10万人対 Ittlこll管内手術 ・ 医師等の医療資源の絶対数が少なく、実施可能な医療が他の地域と比べて少ない

場合がある。一部の診療行為については、実施がない二次医療圏も存在する。

・ 隣接区域も人口婦慎の小さな区域である場合や、離島や山間部等でアクセスに課

題がある場合がある。

⇒ 例えば、区域全体の医療資源の範囲で、必要な連携・再編・集約化を行い、確保
する医療内容の検討、隣接区域や必要に応して都道府県を越えた連携体制の構築
の検討等が必要。
や
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■人口規模の大きな区域での課題の例

100万 人超医療固における消 rヒ器外科の

時間外手術を冥施 していない医療穐 F´母教

10

50万 人以エ

4

・ 医師等の医療資源は多いが、医療イ
と荘関の特′生も多様で、時間外手術を実施しない医

療機関が一定数存在し、地域内でも時間外の対応を行う一部医療機関の医師等の働

き方に負担が生じる場合がある。

・ 隣接区域も人口規模が大きく、医療資源が多い場合がある。

⇒ 例えば、医療需要に応して、救急受入等に関する役割分担を検討し、必要な連携・
再編・集約化を行い、医師等の働き方が適切に確保され、質の高い医療を効率的に提

供する体制の検討等が必要。
3
2   1

～5   6～ 1(1 11～ 15 16～ 20 21～ 25 26～ 30

資本建耳,;ND5(2022年 )を基に「i・主労ゆ管医政局地域医を計画二Rにおこヽヨ存戎
とと

人 口規 模 別 の 区域 ご との 課題 の 例

※令和 6年 12月 18日新たな地域医療構想等に関する検討会報告書よりヽ午成

85歳以上の増加や人口減少がさらに進む2040年 とその先を見据え、全ての地域・世代の患者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、
必要に応して入院し、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できる医療提供体制を構築

。「治す医療」と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、地域完結型の医療・介護提供体制を構築

・外来・在宅、介護連携等も新たな地域医療構想の対象とする

(1)基本的な考え方
・2040年に向け、タト来・在宅、介護との連携、人本オ確保等も含めた
あるべき医療l是供体制の実現に資するよう策定・推進

(将来のビジョン等、病床だけでなく医療機関機能に着目した機能分化・連携等)
。新たな構想は27年度から川贋次開始
(25年度に国でガイドライン作成、26年度に都道府県で体制全体の方向性や必
要病床数の推計等、28年度までに医療機関機能に着目した協議等)

・新たな構想を医療計画の上位概念に位置付け、医療計画は新たな
構想に即して具体的な取組を進める

(2)病床機能 。医療機関機能
① 病床機能
。これまでの「回復期機能」について、その内容に「高齢者等の急I性

期悪者への医療提供機能」を追加し、「包括期機能」として位置づけ

② 医療機関機能報告 (医療機関から都跡 県への報告)
・ 1膏想区域ごと(高齢者救急 地域急性朗機能、在宅医療等連携機能、急性期拠点

機能、専門等機能)、広域な観点 (医育及び広域診療機能)で確保すべき機能
や今後の方向性等を報告

③ 構想区熾・協議の場
。必要に応して広域な観点での区域や在宅医療等のより狭い区域で
協議 (議題に応じ関係者が参画し効率的実効的に協議)

(3)地域医療介護総合確保基金
・医療機関機能に着目した取組の支援を追カロ

(4)都道府県知事の権阻
① 医療機関機能の確保 (実態に合わない報告見直しの求め)
② 基準病床数と必要病床数の整合性の確保等
。必要病床数を超えた増床等の場合は調整会議で認められた場合
に許可

・既存病床数が基準病床数を上回る場合等には、地域の実情に応
して、必要な医療機関に調整会議の出席を求める

(5)国。都道府県・市町村の役割
① 国(厚労大臣)の責務・支援を明確化 (目指す方向性・データ等提供)

② 都道府県の取組の見える化、調整会議で調つた事項の実施に努
める

③ 市町村の調整会議への参画、地域医療介護総合確保基金の活用

(6)新たな地域医療構想における精神医療の位置付け
・精神医療を新たな地域医療構想に位置付けることとする

医療提供体制の現状 と霞指すべ き方向性

新たな地域医療構想

新たな地域医療構想に関するとりまとめの概要
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医療法等の一部を改正する法律の料況要

改 正の 概 要

施 行 期 日

高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域での良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域医療構想の見直し等、医師偏
これらの基盤となる医療DXの推進のため

1.地域医療構想の見直し等 【医療法、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律等】
① 地域医療情想について、2040年頃を見据えた医療提供体制を確保するため、以下の見直しを行う。
病床のみならず、入院・外来 在宅医療、介護との連携を含む将来の医療側 宍体制全体の構想とする。
・地域医療構想調整会議の構成員として市町村を明確化 し、在宅医療や介護との連携等を議題とする場合の参画を求める。
・医療機関機能 (高齢者救急・地域急性期機能、在宅医療等連携機能、急性朗拠点機能等)報告制度を設ける。
厚生労働大臣は、医療計画で定める都道府県において通成すべき五疾病・六事業及び在宅医療の確保の目標の設定並びに当該目標の達成のための実効性のある取組及び当該取組の

効果に係る評価の実施が総合的に推進されるよう、都道府県に対し、必要な助言を行うものとする。

都道府県は、その地域の実情を踏まえ、医療機関がその経営の安定を図るため lし緊急に病床数を削減することを支援する事業を行うことができることとするとともに、医療機関が当該事業

に基づき病床数を削減 したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、医療計画において定める基準病床数を削減するものとする。また、国は、医療保険の保険料に係る国民の負担の

抑制を図りつつ持続可能な医療保険制度を構築するため、予聾の範囲内において、当該事業に要する貫用を負担するものとする。

②  「オンライン診療」を医療法に定義し、手続規定やオンライン診療を受ける場所を提供する施設に係る規定を整備する。
③ 美容医療を行う医療機関における定期報告義務等を設ける。

2.医 師 偏 在 是 正 に向 けた 総合 的な 対 策 【医療 法 、健 康 保 険 法 、総 確 法 等 】
① 都道府県知事が、医療計画において「重点的に医師を確保すべき区域」を定めることができることとする。
保険者からの拠出による当該区域の医師の手当の支給に関する事業を設ける。

② 外来医師過多区域の無床診療所への対応を強化 (新規開設の事前届出制、要請勧告公表、保険医療機関の指定期間の短縮等)する。
③ 保険医療機関の管理者イEついて、保険医として一定年多貿の従事経験を持つ者であること等を要件とし、貢務を課すこととする。

3.医療D蝉    【総確法、社会保険診療報酬支払基金法、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等】
① 必要な電子診療録等情報 (電子カルテ情報)の医療機関での共有等や、感染症発生届の電子力)レテ情報共有サービス経由の提出を可能とする。
政府は、医療晴報の共有を通した効率的な医療提供体制の構築を促進するため、電子診療録等情報の電磁的方法による提供を実現しなければならない。

政府は、令和 12年 12月 31日 までに、電子カルテの普及率が約 100°/。 となることを達成するよう、クラウ ド・コンピユーテイング・サービス関連技術その他の先端的な技術の活用を含め、

医療機関の業務(Eおける情報の電子化を実現しなければならない。

② 医療情報の二次利用の推進のため、厚生労働大臣が保有する医療・介護関係のデータペースの仮名化1膏報の利用・提供を可能とする。
③ 社会保険診療報酬支払基金を医療DXの運営に係る母体として名称、法人の目的、組織体制等の見直しを行う。
また、厚生労働大臣は、医療DXを推進するための「医用 青報化推進方針」を策定する。その他公買負担医療等に係る規定を整備する。

(その 他 )
・ 政府は、令和 8年 4月 1日 に施行される外来医B顧過多区域等(E関する規定の施行後 3年を目途として、外来医師過多区域において、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数を
超える区域がある場合には、当該区域における新たな診療所の開設の在り方について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
・ 政府は、都道府県が医師手当事業を行うに当たり、保険者協議会その他の医療保険者等が意見を述べることができる仕組みの構築について検討を加え、必要があると認めるときは、その結
果に基づいて所要の措置を講するものとする。

政府は、この法律の公布後速やかに、介護 障害福祉従事者の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較 して低い水準にあること、介 :豊・障害福祉従事者が従事す
び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等並びに陣害者及び障害児に対するサービスの水津の向上に資すること等 (こ

鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護 ,障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、

令和 9年 4月 1日 (ただ し、一部の規定は/ム`布日 (l①の一部及びその他の一部 )、 令和 8年 4月 1日 (l②、 2①の一部、②及び③並びにその他の一言[)、 令和 8年 10月 1日 (l① の
一部)、 公布後 1年以内に政令で定める日 (3①の一部 )、 公布後 1年 6月以内に政令で定める日 (3③の一部 )、 公布後 2年以内に政令で定める日 (l③及び 3③の一部)、 公布後 3

6年 12月 3日第 13回新たな地域医療構想等に関する検討会資料 (一部改 )

病床機能区分のうち、これまでの 【回復期機能】について、2040年に向けて増加する高齢者救急等の受け皿として急‖生期と回復期の機

能をあわせもつことが重要となること等を踏まえ、 【包括期機能】として位置づけてはどうか。

将来の病床数の必要量の推計については、受療率の変化等を踏まえ、定期的に (例えI劇零来推計人口の公表ごと、医療計画の作成ごと

等)2040年の病床数の必要量の見直しを行うこととしてはどうか。また、これまでの取組との連続性等の観点から、これまでの推計方
法を基本としつつ、受療率の変化等も踏まえ、基本的に診療実績データをもとに病床機能区分ごとの推計を行うこととし、ガイドライ

ンの検討において、改革モデルも含め、具体的な推計も検討することとしてはどうか。

機能の内容
痛床機能 1盛分

高度急性期機能  。急性期の悪者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療を提供する機能

包括期機能 高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリノ(ビリ等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し

支える医療を提供する機能
急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリノ(ビリテーションをす是供する機能

特に、急!陛期を経過した月図血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的とした
リノ(ビ リテーションを集中的に提供する機能 (回復期リノ(ビリテーション機能)

急‖生期機能    ・ 急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供する機能

1曼‖生期機能 ・ 長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
。長期にわたり療養が必要な重度の障害者 (重度の意識障害者を含む。)、 筋ジス トロフィー患者又は難病患者

等を入院させる機能

14

病床機 能 につ いて (棄 )
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○ 医療機関機能に着目して、地域の実情に応して、「治す医療」を担う医療機関と「治し支える医療」を担う医療機関の役割分担を明確化し、

医療機関の連携。再編・集約化が推進されるよう、医療機関 (病床機能報告の対象医療機関)から者F道府県に、地域で求められる役割を担
う「医療機関機能」を報告。地域の医療提供体制の確保に向けて地域で協議を行うとともに、国民・患者に共有。

O二次医療圏等を基礎とした地域ごとに求められる医療提供機能、より広域な観点から医療提供体制の維持のために必要な機能を設定。
・ 2040年頃を見据えて、人口規模が20万人未満の構想区域等、医療需要の変化や医療従事者の確保、医療機関の維持等の観点から医療提供体制上の課題
がある場合には、必要に応して構想区域を拡大。
・従桑睾構縣鵬認途鍋翻擬需躍挽露ξttE毘醒条鉄鑑祭襲認[ぞ甥錆緊密騨甥樫ろ報 瀞

要

主な具体的な内容 (イメージ)

医療機関機 能の考え方

地既ごとの医療機関機能

高齢者救急 。地域急性

期機能

高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応して専門病院や施設等と協力・連携しながら

入院早期からのり八ビリ・退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリノ(ビリ等の提供を確保する。

※ 地域の実情に応した幅をもつた報告のあり方を設定
在宅医療等運携機能 ・ 地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と運携した24時間の対応や入院

対応を行う。

※ 地域の実情に応した幅をもつた報告のあり方を設定
急性期拠点機能 地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療等の医療資源を多

く要する症例を集約化した医療提供を行う。

※ 報告に当たつては、地域シェア等の地域の実情も踏まえた一定の水準を満たす役害」を設定。また、ア
クセスや構想区域の規模も踏まえ、構想区域ごとにどの程度の病院数を確保するか設定。

専門等機能      。上記の機能にあてはまらない、集中的なリノヽ ビリテーション、高齢者等の中長期にわたる入院医療機能、有
床診療所の担う地域に根ざした診療機能、一部の診療科に特化し地域三―ズに応した診療を行う。

※高齢者医療においては、あらゆる段階において、マルチモビディティ (多疾病併存J犬態)患者へのり八ビリを含む、治し支える医療の観点が重要

医育及び広域診療機能 。大学病院本院が担う、広域な観点で担う常勤医師や代診医の派遣、医師の卒前・卒後教育をはじめとした医
療従事者の育成、広域な観点が求められる診療を総合的に担い、また、これらの機能が地域全体で確保さ
れるよう都道府県と必要な連携を行う。

このほか、急性期拠点機能を担う医療機関等が行う、広域な観点での診療、人材の育成、医師の派遣等の役割についても、報告 主岳
を求め、地域全体での機能の確保に向けた議論を行う。

医療機関機能 につ いて

ⅡE検討会における議論のとりまとめについて

地域医療構想の策定について

本 日の 内容



地域医療構想の策定と取り組みの進め方

現状・課題

の把握

・ 基本となるデータとして人口雑計、現在の病床数、人材等の医療資源、必要病床数等の将来の見込み等を関

係者で共有する

区域の設定

現在の構想区域について、必要病床数の議論をするという観点や、医療機関機能の確保を行う単位という観

点を臓まえて、構想区域の設定について検討し、必要に応じて見直し

>医療機関の連携・再編・集約化など、医療提供体制構築のための議論
⇒人口20～30万人以上を目安としながら検討

>必要病床数の運用
⇒区域の人口や医療機関数、流出入等を踏まえて設定

設定した構想区域(こおける必要病床数を算出する

2026年

2028年

2035年

設定した区域

の課題の把握

・ 入院医療をはじめとした医療提供や人材の確保についての地域における課題をデータに基づき把握し、当該地域

で中心となる課題や宕F鈍聾荷県全体で取り組むべき課題や目的を設定

取組の

決定と推進

遅くとも2028年までに、急性期拠点機能を報告する医療機関を含めた医療機関の設定なよ 課題に応じて、
対応案を検討・決定する

その際、病床数等だけでなく、働き方の改善も含めた医療従事者の確保や医療機関へのアクセス等の様々な要

素を踏まえた案、基本的にを複数の案を設定し協議を行う。具体的には、医療提供体制への影響、医療へのアク
セス、医療の担い手の確保等の観点に係るメリットデメリット等を比較考量し、対応素について協議の上、取組方

針を決定し、地戦医療構想を策定する

取組の推進   ・ 2040年を見据えた医療提供体制について、2035年を目遼に、一定の成果の確保する

新 たな地域 医療構想の策定 。推進 に向 けたスケ ジュール

基準病床数と必要病床数は基本的な算定式の考え方は同様であるが、これらの病床数の利用目的の違いに応し、算

定に当たつて目標とする時期や繊り込まれている効果等が異なる。

基準病床数 必要病床数

目的

病床の整偏を過剰地域から非過剰地域へ誘導す

ることにより、病床の地域的偏在を是正し、全

国的に一定水拳以上の医療の確保を目的とする

もの。

2040年 (現構想では2025年)の医原機能別の病
床数の必要量を推計した上で、将来における病

床の機能の化・運携の推進を目的とするもの。

欝定式の考え方

性・年齢階級別受療率に性 。年齢階級別人口を乗じることにより忌者数を推計し、妬F木利用率

(不家働率)※で害」り戻すことにより病床数を算定。

※ 必要病床数算定に当たつての患者数には、入院患者数に加えて退院患者数を含むことから、病床稼l動率 (=病床利用率+退
院患者による病床の利用率)を用いることとしている。

主な

相違点

地域 二次医療圏

一般病床・療養病床 (2区分 )

構想区域

区分 病床機能 (4機能区分 )

時期 医療計画期間の最終年 (6年後 ) 将来のある時点 (2040年/2025年 )

繊り込まれる効果 一般病床の平均在院日数の短縮等 目指すべき将来の姿 (改革モデル)等

比較対象 既存病床数 許可病床数

18

基 準病床 数 と必 要 病 床数



令和 7年 7月 4日 第

○ これまで、二次医療固は、入院に係る医療を一定程度完結すること、人口規模が20万人以上であること等を目安と
しながら設定されてきた。

○ 他方、すでに半数の二次医療圏が人口規模 20万人未満であり、例えば時間外緊急手術が圏域内でほとんど実施され
ていない医療圏が一定数存在する。緊急手術に対応できる体制は24時間365日 確保することが求められるところ、
・ 圏域として体制が確保できておらず、当該医療圏内で医療提供が完結していない
。全ての需要に対応できているが、圏域における医療需要が少なく、:是供体制として効率性に課題がある

等の課題が考えられる。

人口20万人未満の二次医療圏における時間外緊急手術発生回数 (年間)
(母

'

時

間

外

緊

急

手

術

の

発

生

回

数

ヽ

ヽ

二次医療圏人口 (万人)

※ 時間外等緊急手術 1時間外加算、休日加算、深夜加算を算定する全身麻酔を実施する手術及び帝王切開

ギ:癬単
'身

 p02万 症NDBデ ー/' 〉′務全 !住共基本おf■ 大 ,テ (2024年 ,ォ・ )

を踏まえ、必要に応して区域の設定の見直しについて

検討するとともに、地域医療構想調整会議について、

構想区域内をさらに細分化した地域や地域の医療課題
等の協議項目ごとに分けて開催するなど運用上の工夫

を行うこと。 (略)人口規模が20万人未満の二次医療
圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域
として成り立っていないと考えられる場合 (特に、流

入患者割合が200/o未満であり、流出患者割合が200/′o以
上である場合)、 その設定の見直しについて検討する
こと。なお、設定の見直しを検討する際は、二次医療

圏の面積や基幹となる病院までのアクセスの時間等も

考慮することが必要である。また、設定を変更しない

場合には、その理由 (地理的条件、当該圏域の面積、

アクセス等)を明記すること。
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「医療計画について」

(令和5年3月 31日厚生労働省医政局長通知)(抜粋)

二次 医療 固の現状 と課題

令和 8年 10月 31日地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

構想区域については、①医療提供体制構築のため、②必要病床数運用のための、大きく2つの役割がある。

それぞれ、医療提供体制構築のため、急性期拠点機能等が確保・維持できる単位であるか、必要病床数の議論等

が可能な単位であるか等について、区域の人口や医療機関数、患者の流出入等を踏まえ、適切な規模で設定する

必要がある。

区域内に所在する病院等が急性期、高齢者救急等について議論する単位

特に、急性期拠点機能の確保に係る議論のため、緊急手術等の急性期医療の需要が
一定程度発生し、急‖生期拠点機能を確保・維持できるよう設定し、地域での議論や

取組を推進できる必要

⇒人口20～30万人以上を目安としながら検討する必要

入院 すること まえな ら、2040年に必要な病床数を確保す
るために設定する単位

特に、機能別に適切な病床数が確保できるよう、都道府県が適切に、調整会議や医

療審議会での議論の進行や法令上の権限行使ができる必要

① 医療機関の連携 。再編・集約化など、
医療提供体制構築のための議論

② 必要病床数の運用

構想区域

の

役割

⇒都道府県が区域の人口や医療機関数、流出入等を踏まえて設定 20

構想 区域 の 役 割 につ いて



7年 7月 24 IE

人口20万人未満の区域等において、持続可能な医療提供体制の確保に向けて、周囲の区域の人口や医療資源等も
踏まえて点検、見直しが必要。二定の医療提供の確保が困難な区域については、当該区域内での連携・再編・集
約化だけでなく、隣接する区域との合併等も含めて検討が必要。

▼

21

現状

凸

凸

O人口10万人の区域と、隣接する大
きな人口規模の区域。人口20万以下
の区域は在り方を点検。

凸

凸 論
急性期拠点機能鵡

A構想区域

人口10万人

B柄想区域

人口40万人

見直し後

OA構想区域単独では、急性期医療を確保できないと考えられることから、B構想区域と統合し、全体
で急性期拠点機能を確保。
O急性期を担っていた医療機関について、地域全体で、急性期を集約化するとともに、その他の医療
機関については高齢者救急・地域急性期を担う。

OttA構想区域においては、高齢者救急・地域急性期機能を確保した。

区域の広域化

綸

綸

新AB構想区嬢  人口50万人

由 胞
E者皆雪
急性期拠点精縮ヒ

綸 高齢者救急・地域急性期機能

人 口の少な い地域 にお ける構想 区域の見直 しの例 (圏域の広域化 )

7 31日 1こ

ある区域について、単に人口20万人以上となるように見直す場合、区域同士の合併のほか、区域の交通の状況
や現に存在する急性期を担う医療機関の分布状況等を踏まえて分割し、それぞれ別の区域と統合することも考
えられる。

籍

B構想区域
人口30万人

C構想区域
人口15万人

A柄俎区域
人口180万人 を熟 霊言

療

森 絵察嬢館攀韓

区域内に多数

由

　

凸

鵡

麟

総亀
凸

人口20万人以下のC構想区域とあ
わせて医療提供提供体制を構築す
ることを検討

・ 政令指定都市に極めて近く、交

通の便も良いため、A構想区域
への統合を検討

露醇

綸

22

構想 区域 の見直 しの例 (区域の再編・合併 )



7年7月

地域医療構想を含めた医療提供体制について、各都道府県や二次医療国においての完結を前提にされてきたが、

地理的条件や交通事1青により、医療資源の豊富な最寄りの構想区域までのアクセスが、当該都道府県外の場合が

ある。構想区域の見直しにあたり、隣接する区域での対応や県をまたいだ運携・区域の設定の必要性も指摘され

ている。

OB構想区域からは県内のA構想区域が最寄り。 B構想区域の一部では隣県の医療固ヘアクセスしやすい。
Oこうした場合、B構想区域で完結しない医療について、隣県での対応を前提とすることも考え得る。

論 急性期拠点機能

高齢者救急・地域急性期機能

23

x県 隣県

ヽ

由

B構想区域

人口10万人

凸 綸

C構想区域

人口20万人

対応できない悪者の転院

凸

綸
綸

蜘　“
由

人 口の少な い地域 にお ける構想 区域の 見直 しの例 ② (隣接する都道府県との連携 )

フ 27

区域については、人口推計や既存の医療資源、必要病床数、医療の提供状況等を踏まえて、2040年やその先に向

けて医療提供体制を検討する区域として適切かを点検、必要に応して見直しすることとしてはどうか。その際、

人口規模に応して、以下の点検の観点について検討することとしてはどうか。

都道府県が区域の点検のために必要なデータで、都道府県による把握が困難なものについては国からデータ提供

をすることとしてはどうか。

点検の観点 点検のためのデータ

東京など、人口の

極めて多い都市部

人口の少ない地域

その他

〇以下のデータについて、各区以
に加えて、者F道府県内全体の体制
等も踏まえて検討する。
o人口推計
o医療機関数
o医師数
●機能別病床数
o医療の提供状況 (緊急手術の件
数、患者の流出入の状況等)
●個別の医療機関の医療提供実態

oその他施設や従事者の状況 (薬
局数、訪問看護事業所敦、歯科
医師・薬青」8T・ 看護師致等)

○また、区域内にアクセスの課題
がある地域がある場合には、当該
地域における以下のような取組に
ついてもあわせて検討する。
●患者のアクセス確保の手段
● 隣接する県の医療資源

等

24

●極めて多くの医療機関が所在する中、連携・再編・集約化を進め、効率的な医療提供体

制を構築できるか。
●病床や医療機関機能について、区域内で医療資源の偏在がある場合、偏在を是正し、均

質な医療が提供できるか。  等

【都道府県内全体・周辺都道府県の医療資源の観点】
● 医療資源や人口が極めて集中していることを踏まえ、都道府県における医療資源の偏在

を是正できるか。 等
● 2040年やその先に向けても、医療資源に応じて、持続可能な医療従事者の働き方や医療
の質の確保に資するような急性期拠点機能を確保・維持できるか。

● 医療資源が相対的に少ない中、周辺の相対的に人口や医療資源の多い区域と統合する必

要がないか。  等

●者F道府県内で相対的に医療資源が多い区域である場合、医療資源の相対的に少ない周辺

の区域と統合する必要がないか。 等

区域の点検 。見直しにあたつての観点とデータ (乗 )



IB検討会における議論のとりまとめについて

医療機関機能の確保について

本 日の 内容

令和 7年 8月 8日 地域医療構想及び医療計画等

○ 救急体制等の維持に必要な人員は医療機関数にも相関するところ、地域において適切な医療提供体制を確保する観

点を踏まえ否と、同じ病床数であつても、複数の病院が少しずつ病床を有している状態と、医療機能が 1つないし

少数の病院に集約している状態では、地域で提供できる医療機能は必ずしも同等ではない。こうしたことから、医

機帯韓≠
必ず同じ医療提供体制、という訳ではない

舶増医憲構想の必猥性 ～医師の働き方改革へ0対応～ 今から手を打たないと ロ

― ‐ 囲

潮 r翼 .
醤剤盟凸
樺弔紙瑶

"… 申中◆l14人l e.el争申争13人 l

尋    鬱
1筈挙馨磐琴華畢筆 : |

どの病院でも必要十分な医療提供 (特に敷怠 医療)ができなくなるおそれ・・・  26
(令藉 S年 4′

q)新
潟察長鍵根れ生部義冴ヽど

A病院 C痛勝[

≪ずィン
イ

☆ 《:

…◆l12人 l
e

休日 夜間に医師を配置できなくなる   |

Xた だし 4名のほ師がそれてれ年1ll[060
時F.B(月 1559奇間)判碇イブリ崎山外勤務に従
舞 効

狛
溺 麟 魏 捧 蹴

"

楽オ1出弥 ; :持繊司鋭で条つ島け径家を淀供 t′筏 tするた′)の下l窮 県 1・ 義医療れ憩〔つ実:をご「Cれ ,,

○ 時間外勤務の上限を年間1860時間とした場合でも、医師が4人以上いない診燎
聾では、2024年度以降、休日・夜閣 (時間外)の診療体制 (=散急体制)二建
保することができなくなる

補足 1‐6

B ■抒IBF■

医療機 関の連携 。再編・集約化の必 要性 について



31日地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 (一部改)7

多くの医療資源を要する手術等について、集約して対応する中で、都市部を中心とした高齢者救急の増加分につ

いては、高齢者救急・地域急性期機能を有する医療機関で担うことが考えられる。

地域ごとに、医療資源に乏しく、急性期拠点機能を有する医療機関で増加する高齢者救急への対応が必要なケー

ス等も考えられ、手術や救急搬送等の医療需要の変化に関するデータを踏まえながら、手術等の役割分担や救急

搬送先について協議が必要。

●急性期拠点機能と高齢者救急・地域急性期機能における、手術等と高齢者救急の分担のイメージ

急性期拠点機能

手術等の分す重

医療資源を多く必要とする、手術等について、緊急手術等は

急性期拠点機能で受け入れる一方、高齢者に多い手術等は高

齢者救急・地域急性期機能でも提供する

1 増加する百齢着敷急の受け入れの分担

・高齢者救急は、高齢者救急・地域急性期機能を中心としつ
つも、医療の需要等を踏まえながら必要に応して急性期拠点
機能も高齢者数急の受け入れを行う

驚 凸
{

高齢者敷急・

地域急性期機能

※大都市などにおいて手術等を高齢者救急・地域急性期機能で実施することや、急性期拠点機能において、増加

する高齢者救急の需要にも対応することも考えられる。

急 性 期 ・ 敷急 医療の役 割 分 担 につ いて (イ メ ー ジ )

令和 7年 7月 24日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

入院)

tオ:i矛 i⊇ 023十三 DPCテータ 、 44省 イI民 F本台f「大野 ,(20p4f=1チ 寺)

○

○

消化器外科や整形外科については手術の件数が多く、二次救急においても中心的な役割を担うことがあると指摘され

ている。例えば

'肖

化器外科において、頻度が高い胆嚢摘出術や虫垂切除術、緊急性のある腹膜炎手術等については、地
域ごとに一定の体制の確保が求められる。

二次医療圏ごとの急性汎発性腹膜炎手術の実施について、人口20万人を超えるとほとんどの区域で 1病院以上確保
されている一方で、20万人以下の二次医療固では緊急で実施している病院がない場合がある。

算定回数手術名

1 115′ 842

0132 レエア手術 (両側)

3 レエア手術 64′ 484

4 除術 (虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 969

5 (全切除、亜全切除又は悪1生腫瘍手術) 16′ 580

6 うもの) 941

7 腹腔月農瘍ドレナージ術 14 795

8 182

9 14 002

10 腸ヽ切除術 012

(小範囲切除) 911

12 9,285

913

14 除術 (小範囲切除、 8,880

8 78815 人工肛門造設術

16 8′ 114

617 レエア手術

18 ドレナージ術 6′ 645

19

各二次医療圏 〔人口50万人以下)における
急性汎男性腹膜炎手術の実施病院数
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消化器外科手術について



令和 7年 8月 8日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

O 入院で行われている全身麻酔手術は、消化器外科や整形外科に関連した手術が多い。地域においても、均てん化して提供することが望ま
しい手術の提供を維持するため、特に人口が少ない地域では、確保が困難な麻酔科医や手術関連スタッフ等の医療資源を効率的に活用す

るため、手術を,是供する医療機関は複数の診療科、一定の症例密文に対応することが重要となる。

全身麻酔手術 (入院)の件数上位20
牽定豊教

0    20,000   40,000   60′ 000   80,000  100,000  126000  140,000

貴ミ隆鏡下Bヨ雲摘建術

入工 F、R飾置換在J(膝】

脅折観血灼手r‐,(大権 )

夫
=関
節遷換術 (股 )

腫陛鎖下鼠′とヘルニア手術 (面側 )

口轟編呼も手術 で抽出 )

入王喬亜揮入術 (段 )

子富蜘嵐器煙病摘出そ正 (面律)(慶腔鏡 )

肴折観藤的f術 (ぬ 1腕 )

腫FT鈴下をき虜慈1生1と瘍切除術

脅移植術 (萩捨移lЁ術を含し`、自示台移 lヒ0)

月与既悪,生身重場手術 (経尿連的手術)(電解笑溶′ウ利雇〕

籍尿連的尿路結石除去衛 (レーザー〕

ず(1筵圏芝術、構弓弱除術、権弓影茂衛 (雑弓封″戚 )

内攪鏡下舞腔手術 1型 (下昇甲介手術 )

乳韻態上嬢瘍手メl(乳傍電lJ除ィrl(翻長島ヨ]郭漏を伴わない))

鼠径ヘルエア手術

ヲと腺悪性腫完手術 (曳房きら分切除ィt(嗚夜窪奉「郭溝を/■んない))

ηttB空 :売 ド虫基甥昧術 (宴盤周厩籐場を伴わないもの )

Rgすて地鏡下獲式子宮全摘術消化器外科

整形外科

29
貴オILi所 :2023年 DPCダータ  >益 血哲理4 イl:や徒螢壷E迩霊収術ヽ大工心努帝 (¢,E:|よ ξttiて l´ 示 .

全 身麻酔 手術 の た め の体 制 につ いて

令和7年 12月 12日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

効率的な急性期医療の提供体制を構築することが重要であるところ、二次医療国内で 2日 に 1日以上緊急手術が発生
す否医療固は人口30万人以上が多く、一定以上の緊急手術の需要が生じる単位で急性期拠点機能を 1つ確保すること
が必要。

他方、人口30万人未満の二次医療圏であつても緊急手術が多い場合や、人口が30万人超であつても少ない場合も存在
する。急性期拠点機能の数の検討にあたつては人口規模に加え、医療の需要の状況や患者の流出入等の地域の実情を

踏まえることも必要。

各二次医療国内の時間外緊急手術発生回数 (年間)
!手 L4ィ`=千布分
を生尋女

350 '

人口30万人以上

馬 二   
・

・
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・
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●
゛

..il曳 :.・・ :

2日に 1日以上緊急
手術が区域内で発生
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みbηlI:・
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電
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二次悪i生・[,入 毎 (二人 ,●料出所 ,2022年霜NDBテ ーク 総私省「
y=民
基本命li入録 : (2024年 二月 )
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人 口規模 に応 した 急 性 期 拠点機 能の 医療 機 関の 数



急性期拠点機能は、医師等の医療資源に加えて、手術等の症例を集約して対応することとなる。単に手術の提供と

いつた急性期医療のみならず、関連する様々な役割を担うことが重要。

※個々の役割については、急‖生期拠点機能を担う医療機関以外でも担うことが想定される。 31

。地域災害拠点病院は 2次医療圏に 1箇所設置、基幹災害拠
点病院は者F道府県に1箇所設置することとされている。
・24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病者等の受
け入れ及び搬出を行うことが可能な体制を有することや、災

害発生時に被災地からの傷病者の受け入れ拠点にもなること

等が要件。

災害拠点病院

(基幹災害拠点病院、
地域災害拠点病院)

災害時における医療提供体制の中

心的な役割を担う病院を確保

新興感染症発生時に必要な医療提

供体制を確保

都道府県と医療措置協定を締結し、病床確保、発熱タト来の実

施、自宅療養者への医療の提供、後方支援、医療人材派這ヘ

協力。
医療措置協定の締結

例として、臨床研修については、臨床研修を行うために必要

な症例があることや適切な指導体制を有していること等が求

められる。医師として一定の診療能力を身につけるに当たつ

ては一定の症例数が必要であることから、特に急性期拠点は

医育に協力することが求められる。

臨床研修及び専門研修の実施
基幹型臨床研修病院や、専門研修
基幹施設等として、医育を実施

今後、生産年齢人口を含めた人口が減少する中、手術等の医

療資源を多く必要とする医療へのエーズの減少が続く。こう

した中、効率的かつ持続的な急性期医療提供体制の確保のた

め、一定の病床は確保しつつも、必要に応じ、病床の適正化

(ダウンサイズ)等を行う。

地域における必要な病床の確保のた
めの積極的な役割

今後の医療需要にあわせた病床数
の整備を推進する

地域の医療機関への診療体制確保
のための協力を実施。

大学病院本院は、急性期拠点へ人的協力を行うとともに、急

性期拠点は、地域の医療機関における代診医や当直医の確保

等に協力する。
地域の医療機関への人的協力

考え方等概要

急性期拠点が担うことが考えられる役割の例 (棄 )

関する検討会資料 (一部改 )フ 8 8

求められる具体的な機能や体制

O 医療機関機能について各都道府県が構想区域毎に機能を確保することができるよう、以下の考え方を基本とし、区域
の人口規模に応した役割について検討してはどうか。

協議のためのデータ

内全体における数・シェアも踏まえて検討する。

●救急車受け入れ作数
o各診療領域の全身麻酔手術件致
● 医療機関の医師等の医療従事者数

。急性期を担う病床多女・琴家揮力率
o医療機関の築年数、設備 (例 :手術室、Icu)
oその他従事者の状況 (歯科医師数、菓剤師数、
看護師数 等)

等

てヽ

急性期拠点

機能

(急ギLH月の総合的な診療機能)
● 救急医療の提供
o 手術等の医療資源を多く要する診療の、幅広い総合的な提供

(急 1生期の提供等にあたつての体制について)

o 総合的な診療体制を維持するために必要な医師数、病床稼働率
● 叙 l生其月医療の提供や医師等の人材育成を行うための施設

●救急車受け入れ件参文 (人口の多い地域のみ)
o医療機関の医師等の医瑠 通事者数
●包括期の病床数
●地域包括ケア病棟入院料や地域包括医療病棟
の届出状況
o医療機関の築年数
●高齢者施設等との連携状況      等

在宅療養支援診療所・病院の届出状況

医療機関の築年数
高齢者施設等との連携状況

地域における訪問診療や訪問看護の提供状況

●回復期り八ビリテーション病棟入院料・療養

.層棗診攘昂奮揺廉禦層多塔恐      峯2

●

●

●

● 等

高齢者敷急 1

地域急性期

機能

在宅医療等
連携機能

専門等機能

(高齢者救急・地域急性期に関する診療機能)

o 高齢者に多い疾患の受入
o 入院早期からのり八ビリテーションの提供
o 時間外緊急手術等を要さないような救急への対応
o 高齢者施設等との平時からの協力体制

(在宅医療・訪問看護の提供)
o 在宅医療の提供の少ない地域において、在宅医療の提供
● 訪問看護 STを有する等による訪問看護の提供

(地域との連携機能)
● 地域の訪問看護ステーション等の支援
● 高齢者施設の入所者や地域の診療所等で在宅医療を受けている患者等の緊急時の
患者の受入れ体制の確保等、平時からの協力体制

。 特定の診療科に特化した手術等を瑠共
。 有床診療所の担う地域に根ざした診療機能
● 集中的な回復期リノ(ビ リテーション
●

医療機関機能の協議にあたつての検討事項とデータ (柔 )
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85歳以上の急性期における入院は、若年者と比べ、医療資源を多く要する手術を実施するものは少なく、疾患の種類は限定的で、

比較的多くの病院で対応可能という特徴がある。

高齢者におしても、年齢が上がるほど入院中に手術や処置が発生していた患者の割合は下がり、65歳以上、フ5歳以上では400/0程

度であるが、85歳以上では300/o程度となる。

85歳以上の頻度の高い傷病名 (注 )

1    傷 病 名      手 術 割合 累積 病院数

食物及び吐物による肺打磁炎 なし 58%Sa% 3ィフ26

うつ血 1生心不全     なし Sl°/o1100。/o 3′ 350

]l寄
鴇安イ命景寵亀序二呉尭許

なし ヨ6%μ 5%3369

肺炎′詳細不明   なし 2フ%172% 3′ 39つ

転子貫通骨折 閉鎖性  あり 24%196% 2′ 5iO

尿路感染症′部位不明  なし '3%219% 3′
39つ

大腿骨頚部骨折 閉鎖性  あり 20%239% 2′ Sll

細菌性肺炎′詳細不明  なし 16%254% 2′ 615

体液星減少 (症)  なし 16%?70% 3′ 480

腰椎骨折 閉鎖性   なし 14%284% 3′ 540

15-65歳の頻度の高い傷病名 (注 )

傷病名

大腸 <率吉腸>のポリープ

睡眠時無呼吸

]ロナウイルス感染症2019′

ウイ)レスが同定されたもの

尿管結石

穿孔又は膿瘍を伴わない大腸の

憩室‖生疾患

乳房の悪性新生キ勿く月璽蛎 >′

乳房上外側 4分の 1
急性虫垂炎′その他及び詳細

不明

子宮平滑筋腫′部位不明

―狽」性又は患側不明のそけいく

1鼠径>ヘルニア′
閉塞及びえ<壊>垣を伴わない
もの

1気管支及び肺の悪性新生物<
腫瘍>′
上菜′気管支又は肺

15歳～65歳の上位SO疾患までの

手術 割合 累積筑院数

あり 22%2つ。′。2,811

なし 12%B4%1′ 881

なし 08%42%2′ 6SO

あり 08。 o50(Ⅲo l,198

なし 08。 o58。 o2′ 603

あり 。S%66。。1′ 129

あり 。8%73砿 1,8フア

あり 。7。。80%  B40

あり 。フ%88%2′ 141

なし 07%95%1′ 055

各年代における入院中の

手術・処置がある患者の割合

年齢 入院中手術有
入院中1000点以上

処置有
入院中手術又は1000
点以上の処置有

65歳以上 39% 7% 41%

75蔵以上 35% 6% 37%

85歳以上 270/。 4% 29%

資凄出所 :DPCデータを弱せヽて2023年 6テ]30日
'き

点の入暁意善乞対象モ婆出。J夫命す箕急入院料、

持庫集中治療室奮理料 新生児特定集中治療室竜
「
荘丼対応体制強化管理料 新生ノと治療回復

至人 1虎医療言埋万`1、 フ(rケアニ
=ッ
ト入院医療管I聖料、脳卒宇クアユエット入暁医療筐I翌 /4、

′卜兒入境医療管理準、急性難―角費入幌オヽ

' 
地域包 ,きケタ病■ヽ入院ォ」、地域包掻ケアス暁医療

管理す,を算定する急をを対象とした。

85茂以上の上位 50疾患までの  手術ありの数  累積割合

注 傷病名は、急性期入院料等を算定する病棟におけるICD Ю傷病名

手術ありの数  累積割合

33

高齢者の急性期における疾病の特徴等

令和 7年 7月 4日第116回社会保 F阜審議会医療部会資料

○ 今後増加が見込まれる35歳以上の患者の急性期の入院に多い傷病名と、包括期機能と考えられる病棟に多い傷病名
を比較すると、一定程度共通しており、高齢者救急や一般的な救急において、在宅で療養を行つている患者の受入れ

等の役害」を担うこととされている地域包括ケア病棟や地域包括医療病棟を有する医療機関での対応が重要となる。

〔粋 鞠Ⅷ

85歳以上の頻度の高い傷病名 (※〕
※急性期入院医療等を算定する病棟における傷病名

傷病名      ― 手術  割合 : 累積 !病院数
食物及び吐物による肺臓炎  | なし 1 5.80/0 5.80/0 3′720

傷病名 (上位15疾患)
食物及び吐物による月市臓炎
老人性初発白内障

羽要椎骨折 閉鍛陛
大腸 <結腸>のポリープ
肺炎′詳細不明

コロナウイルス感染症 2019′ ウイ)レスが同定されたもの
体液量減少 (症 )

うつ血性心不全

筋の消耗及び萎縮′他に分類されないもの 吉F位不明
老人性核白内障
■、大腿骨頚部骨折 閉鎖性
■尿路感染症′部位不明

|その他の原発性膝関節症
1転子貫通骨折 閉鎖性
心不全′詳細不明

著 H整術助者 (介よ霊福祉士含む)による高齢者医,無 に必要な多離種配置

包括的に提供

包括期機能と考えられる病棟に多い傷病名 係)

※ 地 1:。売包括ケア病棟入院料を算定する病棟における傷病名

件数

37′436
35′ 243

32′ 609

31′ 855

27′464

25`533

25′491

23′ 860

22′ 183

21′ 242

21′ 009

20′472
18′ 768

18′211

15′ 952

理養
供
米
提
臥
筆

うっ血!陛心不全      なし
]け
覇掘羅留翫:島

9′ ウ なし
5,10/OI

3.60/O

2.70/O

2.40/O

2.30/O

2.00/OI

l.60/O

l.60/O

l.40/OI

19,6。/O

21,90/。「

2390/O

25,40/O

27.00/O―

28,40/O

2′ 5101

3′ 3991i

2′ 511

2,615

10.80/0  3′ 3501

14.5。/。   3′369

17.20/。   3′ 399!

在院日数

254
30
321
2.4

223

200
239
244

328
2.8

293
237
219
315

肺炎′詳細不明

転子貫通骨折 閉主鷺l陛

尿路感染症′部位不明

大腿骨頚部骨折 閉鎖性

細菌性肺炎′詳細不明

体液量減少 (症 )

腰椎骨折 閉鎖性

なし

あり

なし

あり

なし

なし

なし

: 台将出所 :2023年 DPCデータ

蜘傷lltt V

病 iゞの絣 引

地域包括医療病棟における医療サー ビスのイメージ

鋭
れる体磨1を整備

高齢者 救急 。地域急性期機能 につ いて



令和 7年 8月 8日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

介護保険施設において、入所者等の病状が急変した場合等に、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確

保している等の要件を満たす協力医療機関を確保することとされており、医療機関と介護保険施設の連携が推進

されている。

高齢者救急・地域急性期機能や在宅医療等連携機能においては、協力医療機関の役割を担うことが求められる。

日 介霞保険施設について、施設内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携のTでより道切
な対応を行う体制を確保する観点から、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性
のある連携体制を構築するために、 う。

介顔を人福祉施設、地域密着型介度を人福祉施設入所書生活介霞、

し

【基準】

3
し において う体制を常時確保していること。

診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保 していること。

入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該加A,の医師又は協力医療機 F,島 その他の医療機関の医師が診療を行い、入院

を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。
イ 1年 に 1回以上、協力医療機関との間で、入所者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の
名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提出しなければならないこととする。
ウ 入所者が協力底療機関等に入院した後に、病状が軽快し、退続が可能となった場合においては、速やかに高入所させることがで
きるように努めることとする。

■ 高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機 関との連携の下で適切な対応が行われるよ
う、在宅医療を担 う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等 と実効性のある連携体制を構築するために、

以下の見直 しを行 う^

特定施設入居書生活介壼★、地域密岩型特定施設入居書生活介腫、露触症対応裂共同生活介護★

【基準】
ア 協力医療機関を定めるに当たっては、以下の要件を流たす協力医,嘉機関を定めるように努めることとする。
① 利用者の病状の急変が生じた場合等において、医禽I又は看護職罠が相談対応を行う体制を常時確保していること。
② 診癖の求めがあった場合に、診療を行う体制を常時確保していること。
イ 1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生した場合等の対応を確認するとともに、当該協力医療機関の
名称等について、当該事業所の指定を行った自治体に提としなければならないこととする。
ウ 利用者が協力医療機関等に入続した後に、病状が軽快し、退院が可能となった場合においては、速やかに再入居させることがで
きるように努めることとする。 35

医療 と介護の連携の推進 ―高齢者施設等 と医療機関の連続強化 ―

医療 機 関 と介 護保 険施 設 の連携

令和 7年 7月 4日第 1 (

O 在宅医療について、特に人口の少ない二次医療固においては、病院が一定の役割を担つており、増加する在宅
医療需要を支えるために供給が足りない地域においては、在宅医療等連携機能を担う医療機関が在宅医療を提供

することも求められる。
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令和 6年 11月 8日 新たな地域医療構想等に関する検討会資料 一部改 )

在宅医療と介護保険施設、療養病床の一部 (医療区分 1)については患者像が重複する場合があり、地域の資
源に応してサービス提供が行われている。訪問診療患者数に係る地域差については、介護保険施設定員数、療養

病床数 (医療区分 1相当分)と合わせると地域差は縮小する。

1曼
ll生期の需要に対する医療提供体制の整備については、病院だけでなく、在宅や介護サービスの整備も含めた検

討が重要。

訪問診療憲者数、介護保険施設定員数及び療養病床数 (医療区分 1相当分)の65歳以上入鐵比
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療養病床数
(医療区分 11目当分)の寄与
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影 島 城 本 馬 玉 真 京 奈 壻 ,い 11井 楽 野 旱 岡 無 重
サit

資料電と所 :NDBデータ (2022年 10月 分)、 摩生労働省「介護サービスl,包設・事業所調査 J(2022年 )、 厚生労イ肇′省「医療胞設調査J(2022毎 )、 NDBオーブシデータ (2o22年 度)
及び総予′k省「住民基本台帳 人園J(2023年 1驀 )を基に厚生労働省医 lモ箕局地域医療計画課において作成。

大 訪 F_弓診療患者数毎ついてイま、65虎以上の者 ltl,Fくる。
※ 介護保険施設定員数について十よ、介護老入福祉施設、介護老入保健施設及び介護医療院の定員数の合言

=。＼ 療養病床欽 (医療区分 lr目当分 )につしヽて(よ、都道府県別に、療養病床敦 (病院、一般診療所及び介護療養型医療施設の合計)に対し療養病棟入院基本準の算定回数だ占める
医療区分 1の尊定回数の割合を乗じることにより算定している。
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介護保険施設定員数の寄与

訪闘診療患者数の寄与

慢 性期 の 需 要 に対 応 す る主な 医療・ 介 護 サ ー ビス の数 につ いて

(訪 問診療 患 者 数 、介 護保険施設 定 員数 、療養 病床 数の地域 差 )

令利 8年 1月 28日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

有床診療所について、全病床数のうち一定の割合を占めており、地域の医療資源に応じて、入院医療において一定

の役割を果たしている。また、標ぼう科について見ると、内科に加え、産婦人科や整形外科など、様々な診療科に

おいて役割を担つている。

全原床 (一般及び療養病床)に占める有床診療所の病床数の割合
20。/。
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資料出所 :令下固5年医療施設調査 標ぼう料について、複数をlR梼 している有庁本言ケ環所 (こ ついて 1よ
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都道府県と
大学病院本院の連携

急性期拠点からの
医師の派遣

7年 7月 24日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

2040年 に向けた取組の広域な圏域のイメージ

都道府県内には、県庁所在地等の医療資源が相対的に豊富な地域と、相対的に資源の少ない地域が存在する。

都道府県が大学病院本院等と連携し、急性期の拠点機能を有する病院等に対して、医師の派遣や教育体制の確

保等の取組を行う等、県全体として効率的な提供体制を確保できるよう、各圏域の提供体制を構築することが

必要。

A医療圏

B医療圏

A
_t言

撃B4P†

大学病院本院 ・地域全体の医療機関における医療資源の

状況を踏まえながら、都道府県と大学病院

本院が連携し、地域において必要となる医
師の派遣について調整する

綸r凸

都道府県

C医療圏

D医療圏

| 
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●
:=!■ ■ i 

―
■ i!■ ■ → ■

―

綸   鵡 大学病院本院は、医師の年次や経験すべ

き症例等も踏まえながら、人口の相対的
に少ない地域の急性朗拠点へ医師を派遣

・急性期拠点機能を担う医療機関は、地域
の医療資源の状況を踏まえた地域医療構
想調整会議での協議のうえ、地域の医療
機関へ代診医などの医師を派遣する

鵡
凸
綸

急性期拠点機能

高齢者救急・地域

急性期機能 等

3'

令和 8年 1月 28日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

新たな地域医療構想において、大学病院本院の機能として、医師等に係る人的協力が求められる。地域医療構想に

沿った派遣が行われるよう、例として、以下のような取組が考えられる。

① 大学病院本院は都道府県に対し、医局に属する医師数等の情報を共有
○大学病院本院は、当該大学病院の医局に属する医師数等を整理し、医局から医師を派遣している者F道府県に対して情報を

共有する。

日各大学医局に属する医師数 (診療科毎 )

日地域枠医師数

口構想区域・医療機関別の医師配置状況           等

② 都道府県は地域医療構想を踏まえながら、地域で特に医師の派遣が必要な病院を調整
○地域医療構想調整会議において、以下のような情報を踏まえながら、各医療構関において必要となる医師数を整理する。

口構想区域毎の各区域の医療機関機能の状況 (急性期拠点の数など)

日上記の病院における現在の医師数 (うち、各大学に属する医師数・地域枠の医師数 )

口各医療機関の2040年を見据えた医療機関機能等に係る取組

口構想区域の今後の人口推計等を踏まえた医療需要の見込み   等

③ 都道府県は、都道府県内全体の状況を整理した上で、大学病院本院に共有し、大学病院本院と都道府県間
で医師の派遣先を調整

40

大学病 院本 院 による人的協力の進 め方の例 (実例を踏 まえ たイメージ )



Ⅱ=検討会における議論のとりまとめについて

必要病床数の推計について

本 日の 内容

■必要病床 数の欝 出のイメー ジ

医療需要の見込み (2024年度〓100とした場合 )

と18

100
②今後の効率化等の取組を

踏まえた医療需要を推計し、

必要病床数を算出①現在の医療需要に係る

データを基に、将来の人口

推計を用いて、現状投影し

た医療需要を推計

2024年度                                    2040年度
資程出 ,チ :2024年 度ND3デ ー,、 総務省「住民万1本会娠人口J(2025年 )国 芝在会保障 人園'こ 蓮τFttalr日 本の地域号1将来・・と言確入醸 (2023年整言

=)Jを
室に、厚生弟′・サ省医チ笑局地域医療計画 ,買におフ`そどヒ計

入金目 l在二11ま二次顔疫睡 (390固よ磁)月 1推計の合計値。二次医療割ごとの入院薙要 ま医療機関所在地′ヽ―スであり、一般病床及ど嫉 ょヽ痛床τぺ院する者に娘る。

■医療需 要の推 計 における論点

推計にあたつては、

①医療需要の設定 :現在の医療需要に係るデータをもとに将来の人口推計を用いて現状投影した将来の医療需要を推計

②改革モデルの反映 :効率化の取組や受療率の変化等を踏まえた改革モデルを反映させ、必要病床数を算出

のそれぞれにおける対応と、

③必要病床数の定期的な見直し等、これまでの議論において検討が必要とされるその他の事項

について整理が必要。                                           42

必 要病床 数の検 討 にお ける論点の整理



令和 7年 10月 15日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

現行の地域医療構想策定当時に、年齢階級ごとの医療需要及び医療提供が変わらないと仮定して推計した入院患者数

(改革モデル反映前の現状投影)と、これまでの実際の入院患者数 (実績値)を比較すると、2025年まで増加する
と推計されたが、実際には地域医療構想策定以降、地域医療構想の取組の推進等により、減少している。

2013全F=100
130

入院患者数の実績値と推計値 (現状投評)を 2013年の実績を100とした時の指標の推移

一 実績値 → 推計値

120

1 l ll

100

90

80

7()

1138

121.6

地域医療構想の取組、医療技術の

高度化・1氏侵襲化、在院日数短縮

等の効率化の取組、受療行動の変

化、人口精成の変化 等
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査傘出所 :(実 績値 )厚生労働省 f病院輔告 J
(控言1′LO)2013年 度ND8データ 総務省「金民基本台帳人口」 (2014年 )、 回立社会保峰 入疇お,起研究所 r日本 チ′地域現将来推計人EIJ(201S年 推計)を基に、
厚生労働省医政局1と域医療静画。■

靡にお↓
=雑
:十 ,

■ミ2013年 雑言l ltとさいて福_P泉とま布 B鳴赤寸男Ⅲ花将来雑 _‐ 入目が公表されていないため、全国雄言紺ま福島県撻計を 糎 _弓県を妹く現行の二次医原圏 (324)房 J,こ計つ合計イ[として、ヽる。
＼入院患者象は一般病宗及柳褒■与l万床 (分務 衰養病床を瞭く)に 入院する者に螺る.アどお、病暁報告については病 Fノとのと日平均在院志著数であり、有床診療所の意者教を含まない。

入 院患 者 数 の 推計 と実績 につ いて

【O病床数の適正化に対する支援】

施策名 :オ 病床数の適正化に対する支援

※医療・介護等支援パッケージ

令和7年度補正予算 3,490億円 医政局地域医療計画課

⑪ 施策の目的 ② 対策の柱との関係

・効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める

医療機関は、診療体制の変更等による職員の雇用等の様々な課題に対して負担が生じるため、

その支援を行う。

③ 施策の概要

。「病床数適正化緊急支援基金」を創設し、医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関への支援を行う。

(概要)医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関を対象として財政支援を行う。
(交付対象・交付額)病院 (一般・療養・精神 )・ 有床診 :4,104千 円/床 (ただし、休床の場合は、2,052千円/床 )

④ 施策のスキーム図、実施要件 (対象、補助率等)等

(イメ ー ジ 図 )

零ユ
ー

交 荷 申 請 ・ 計 画 書 提 出  ___

交 付 決 定  ~

言十画 提 出

凸病 床 数 適 正 化
緊 急 支 援 基 金

昭

~奮
r面器 定 ~

…
地 域 の 医鶏 足傑 体 :口Jの把 握

H

医療機関は基金管理団体等に計画提出を行う際に病床削減数を申請し、基金管理団体等が計画認定する

基金管理団体等は医療機関に所要額を支給する (10/10)

※一般病床及び療養病床の必要病床数を超える病床数約5万6千床並びに精神病床の基準病床数を超える病床数約5万3千床を合算した病床数(厚生労働省調べ)
※約11万床については令和6年度補正予算による病床数適正化支援事業により措置済み。

I Ⅱ Ⅲ

1 2 3 1 2 3 4 5 1 2

医療需要の変化を踏まえた病床数の適正化を進める医療機関へ必要な財政支援を行うことで、医療機関の連携・再編・集約化に

向けた取組を加速するとともに、地域に必要な医療提供体制を確保する。
人口減少等により不要となると推定される、約11万床 (※ )の一般病床・療養病床・精神病床といった病床について、地域の実情も踏

まえ、2年後の新たな地域医療構想に向けて、不可逆的な措置を講じつつ、調査を踏まえて次の地域医療構想までに削減を図る。
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令和 8年 1月 16日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

各入院料の要件や期待される役割等を踏まえ、以下のように整理してはどうか。

※ 診療報酬改定に伴い入院料等が変更された場合は適宜見直しを行う。

欺命放急入院料
特定集中治療室管理料
八イケアユニット入院医療管理料
脳卒中ケアユニット入院医療管理川
小児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料
総合周産期特定集中治療室管理料
新生児治療回復室入院医療管理料
―類感染症患者入院医療管理料

急性期一般入院料 1～ 6
特定機能病院入院基本料 (7:1、 10:1)
専門病院入院基本料 (7:1、 10:1)
小児入院医療管理料 1～ 3

高度急性期機能

急1生期機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、診療密度が特
に高い医療を提供する機能

急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて、医療を提供す
る機能

・高齢者等の急性期患者について、治療と入院早期からのリノヽビ
リ等を行い、早期の在宅復帰を目的とした治し支える医療を提供
する機能
・急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やり八ビリ
テーションを提供する機能
,特に、急性期を経過した脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者
に対し、ADLの向上や在宅復帰を目的としたリノ(ビ リテーショ
ンを集中的に提供する機能 (回復期り八ビリテーション機能)

地域一般入院料 1～ 3
専門病院入院基本料 (13:1)
有床診療所入院基本料 1、 4
地域包括医療病棟入院料
小児入院医療管理料 4、 5
回復期り八ビリテーション病棟入院料・入院医療管理料
地域包括ケア病棟入院料・入院医療管理料
特定一般病オ束入院料
特定機能病院り八ビリテーション病棟入院料

包括期機能

長期にわたり療養が必要な患者を入院させる機能
長期にわたり療養が必要な重度の障害者 (重度の意識障害者を含
む。)、 筋ジストロフィー患者又は難病患者等を入院させる機能

療養病棟入院料 1～ 2

障害者施設等入院基本料 (7:1～ 15:1)

有床診療所入院基本料 2、 3、 5、 6
有床診療所療養病床入院基本料
特殊疾患入院医療管理料
特殊疾患病棟入院料
緩和ケア病棟入院料

慢性期機能

目安となる入院料機能区分 機能の内容

病床機 能報告 における報告の 目安 (棄 )

Ⅱ.検討会における議論のとりまとめについて

関係者の役割について

本 日の 内容
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□参加 している結想区域

市町村が参加していた構想区域は、330
区域中、259区域 (医療担当約780/。 ),
139区域 (介護担当約420/0)であつた

医政局地域医療計画課調べ (一部精査中)
※1 令和6年 3月末時点は、一言Fの区域において地域医療構想調整会議を複数設置していたため、母数は341となつている。
※2 社会福祉協議会、消防本部、訪問介護ステーション協議会、介護・福祉関係団体、住民代表 等
※ 3 地域医療橋想調整会議の構成員として「その他Jを選択した232区域の内、自由記載欄で「住民J「患者J「受療者Jといった立場の者が記重党されている区域を集計したもの。

□参加 していない構想区域

4ア

住民代表や思者代表が参加していた構想区域は、
330区域中、49区域 (約 15。/o)であつた 傲a)

医療保険者が参加していた構想区域
は、330区域中、326区域 (約 99%)
であった
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① 地域医療構想調整会議の構成員の状況を見ると、「郡市区医師会」「歯科医師団体」「薬剤師団体」「看護B師団
体」「医療保険者」「病院 (公立・公的等)」 は、ほとんどの構想区域で参加している。
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地域医療構想調整会議 (構想区域単位)の構成員の状況

令和 7年 10月 31日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

病床機能の見え る化 資料

全都道府県・構想区域別に、病床機能報告上の病床数と必要量、医療機関の診療実績等を見える化し、公開し

ている。

地域においては、こうしたデータを活用し、医療機関の機能分化 。運携について検討が可能。

構想区嬢勇lの医療機紀日の病床機能報告上の病床数、診康実績、姦師致等 (● ●)
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令和 8年 1月 16日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

外来医療の需要について、大都市におして微増するが、その他の地域におしては減少することが見込まれる。

人園規模別の外来需要の見通し
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外来 医療 の 需 要 につ いて

令不日8年 1月 16日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

在宅医療の需要について、多くの地域で、今後増加が見込まれる。

人口規模別の在宅医療需要の見通し
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在 宅 医療の 需 要 につ いて



7年 10月 31日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

市町村ごとに、病院を有する場合や構想区域と市町村が一致する場合等があり、一部の市町村においては、入院医

療の提供体制の協議に携わつている。

特に、市町村が病院事業を実施している場合、地域医療構想において、入院医療や医療機関機能に関する取組にお

いても一定の役割があると考えられる。
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市 町村 による病 院事 業の 状況 につ いて

令和 7年 10月 31日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

公立病院の病床規模や役割は様々。人口の少ない地域において公立病院しか病院が存在しない地域があるほか、救

急車受入件数が数千台の病院が存在するなど、地域での医療提供体制において重要な役割を担つている。

全病院数に占める公立病院安文の割合 (二次医療圏の人口別) 公立病院の数急車受入件数
割合
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資料選所 :令和 6年度病床機能報告 ※ 設蓮主体が 十都遣琉 県」 「市町村」及び のァ

‐
二院を公立病院として集計、計856病院。

公 立病院の役 割



令和 8年 1月 28日 地域医療構想及び医療計画等に関する検討会資料

地域医療構想調整会議に参加する関係者として位置付けることとなる市町村及び介護関係者について、以下

のような役割についてガイドラインにおいて位置付けることとしてはどうか。

市町村

介護関係者

53

圭な役割

市町村立病院の開設者としての観点だけではなく、将来にわたつて、

地域全体での医療提供を確保するといつた観点も踏まえ、他の医療

機関と同様に、地域全体の提供体制の構築・維持や医療提供体制の

運携・再編・集約化の取組への協力が求められる。

介護保険事業の実施主体として、介護側の課題を調整会議において

共有するとともに、医療側の課題を理解し、医療と介護の連携に向

けた取組を推進することが求められる。

隣接する自治体や構想区域内の他の市町村との連携しながら、医療

提供体制の構築や医療と介護の連携を進めることが求められる。

高齢者救急や在宅医療の需要の増加が更に見込まれる中、地域の医

療提供体制の課題の把握や、医療機関との協力体制の構築等、医療

における課題の解決に向けた取組への協力が求められる。

介護施設における入所者の重症化予防に向けた取組や、医療機関か

ら施設への早期退院に向けた取組を推進することが求められる。

調整会議に参加する関係者の役割について (柔 )

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋 )

新 たな 地 域 医療 構 想 につ いて

・ これまで、いわゆる団塊の世代が全て75歳以上となる2025年を目途に、病床の機能の分化及び連携に向けて、医療機関の自主
的な取組及び医療機関相互の協議により進められることを前提として、地域医療構想の取組が進められてきた。

・ 今後、2040年頃にかけて、医療と介護の複合三―ズを抱える高齢者や認知症高齢者の増加と生産年齢人口の減少が一層見込ま

れ、医療従事者の確保がますます困難となることや、急性期医療の需要の減少、高齢者救急・在宅医療のニーズの増加が進むこ

とが想定される。

。 こうした地域医療を取り巻く様々な変化に対応し、全ての地域・全ての世代の悪者が、適切に医療・介護を受けながら生活し、
必要に応じて入院して、日常生活に戻ることができ、同時に、医療従事者も持続可能な働き方を確保できるよう、新たな地域医

療構想における取組を通して、医療機関の連携・再編・集約化等を進め、2040年を見据えた効率的かつ効果的な医療提供体制

を構築していく必要がある。

・ 具埜迎仁塁_地域包括ケアシステムの構築にも資するよう、2040年に向けた新たな地域医療構想においては、増加する高齢者
救急や在宅医療への対応、人口減少する地域でも安心して医療にアクセスできる体制の確保、必要病床数や医療機関機能に着目

した連携 。再編・集約化、医歯薬連携等の推進、医療と介護の連携による認知症患者も含めた早期退院に向けた取組等を進めて

いくことが重要である。

・ また、今後、人口が少ない地域においては、医療需要が減る中で、医療従事者の確保が困難となる一方、都市部においては、医

療需要における高齢者の占める割合が高まり、急‖生期を担う医療機関が多く過当競争となるなど、一層、地域ごとに課題が異

なつていく。このため、地域ごとの医療資源に応した提供体制を確保し、都道府県内や、必要に応して都道府県外との連携体制

を確保し、補完していく必要がある。

ガイドラインは、者D道府県が2040年やその先を見据えて地域の医療提供体制を確保するため、地域の実情に応した地域医療構

想を策定し、医療計画の方向性を示すほか、その策定や継続的なPDCAを含めた今後の取組の指針となるものであり、これまで

の病床の機能分化・連携だけではなく、医療提供体制全体の課題解決を図るものとして地域医療構想を位置付けるものである。
ti4

新 た な 策 定 ガ イ ドライ ンにつ いて

1日 は しめに



地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療信想 とりまとめ (抜粋 )

(1)地 域 にお ける 人 口構 造 の変 化を踏 まえ た取 組

・ 2040年 に向けて、日本全体としては、医療と介護の複合ニーズを抱える85歳以上の高齢者が増加する中、高齢者の救急や在宅医療の需要
の増加、生産年齢人口の減少が見込まれている。このほか、わけえば以下のとおり、地域の人口規模に応した課題がある。

大者田市型の地域では、高齢者人口の大幅な増加と生産年齢人口の緩やかな減少があり、増加する高齢者救急への対応等が課題となる。相対

的に医療資源が多く存在し、医療の担い手の不足は限定的である。

地方者B市型の地域では、高齢者人口は増加し、生産年齢人口は減少する。増加する高齢者に対する医療提供の確保と同時に、医療の担い手

の確保も課題となる。

人口の少ない地域では、高齢者人口と生産年齢人口がともに急激に減少し、将来にわたつて地域の医療提供体制を維持するため、効率的で

持続可能な提供体制の確保を速やかに確保していくことが課題となる。

。 また、現在の人口規模が同じような地域であっても、人口変化の度合いや医療資源のあり方は多様であり、地ね載特有の課題がある。そうし
た課謹も踏まえて、地域ごとにデータを踏まえながら個別に課題を整理していく必要がある。

これまで、二次医療国の中で、一定の医療が完結することを目的に構想区域を設定してきており、このため、医療計画において、人口20

万人未満の二次医療圏については、入院に係る医療を提供する一体の区域として成り立っていないと考えられる場合は、その設定を見直す

こととされてきた。また、構想区域は原則として二次医療圏に一致させて運用をしてきている。

現在、二次医療田の半数近くが20万人以下となつており、人口潮少が進む中、こうした地域において入院医療等の完結を弓Iき続き目指し

ていくことは困難である。現在の憲者動向を前提として、その人口動態、医療資源、医療へのアクセス等を踏まえながら、将来にわたって

医療機関機能を確保し、必要病床数等の制度運用や、地域の医療関係者が実効的な協議をするために適当な単位として、必要に応して、現

在の構想区域の広域化等を検討する必要がある。

また、在宅医療や外来医療等について、地域医療構想調整会議は都道府県が主体となつて開催するものであり、会議の開催や開催に当たっ

ての関係者との調整などの事務的な負担がある中、さらに、現場レベルの連携までを含め、全てを者F道府県が把握し、介入することは不可

能である。これまでも在宅医療・介護連携推進事業等においては市町村等が主体となつて、地域の医療・介護の関係団体等が集い、情報共

有や協議を行う場等を地域の実情に応じて開催してきており、こうした会議体と地域医療構想調整会議が連携し、それらの取組状況を把握

しながら、県内でも国域ごとの取組状況を踏まえ、メリノ(り をつけて必要な介入を行い、協議をするなどの工夫をすることが必要である。 ili,

(2)構 想 区域

2.新たな地域医療構想について

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋 )

(3)地 域 医療 構 想 調 整 会 議

新たな地域医療構想については、入院医療だけでなく様々な議論が必要となることを踏まえ、複数の議題を同時に協議することや、既存の協

議の場を活用するなど、効率的かつ効果的に協議を進めることができるよう、都道府県の体制等に応じて柔軟な会議運営ができるようにする

ことが必要である。

都道府県単位と、構想区熾単位の地域医療構想調整会議を設定することが考えられる。また、介護との連携や在宅医療等について、サービス

提供者が具体的な連携等を検討する場合は、構想区域よりも狭い単位で検討することが適切な場合が想定される。他方、都道府県が開催する

地域医療構想調整会議として、市町村ごとなどの小さい単位で設定することが困難な場合も想定される。このため、将来にわたる慢性期の医

療ニーズや人材確保等の見通しに関する現状把握・課題の整理等は、構想区域単位や省「道府県単位で行うこと、また、サービス提供者間の連

携等のより実務的な連携を検討する場として市町村単位ではなく、都市区医師会単位や構想区域より狭い在宅医療の国域等の単位で検討する

ことや、議題等に応じた会議体を設置すること、特に課題がある地域について会議体を設置すること等、都道府県の体制等に応して設定する

ことが必要である。その際、市町村が主体となる会議体等を活用して連携する場合でも、都道府県は地域医療構想の策定主体として、主体的

に関わることが求められる。

参加者については、議題に応じて都道府県が設定することを可能とするなど、柔軟に協議の場の設定ができるようにすることが重要である。

例えば、都道府県単位における全般的な事項 (現状の把握、議題の共有、対応案の検討等)については、関係者全体で協議を行う一方、構想
区域単位で急性期拠点機能の確保等といった医療機関機能に関する議論や、病床の許可等に関する事項等といった個別の医療機関の経営方針

が関係する協議については、当該医療機関、医師会、病院団体等に限つて協議を行うこと等が考えられる。

また、今後、都道府県が地域住民の理解を深めるため、積極的な情報公開や地域医療構想調整会議等への住民の参加を―層進めることが求め

られる。

このため、都道府県単位の地域医療構想調整会議に住民の意見を反映させられるような者を参加させることも重要である。加えて、地域医療

構想調整会議における現状の把握、課題の設定、取組案の検討や決定の策定に向けた各段階において、都道府県は案を公表すること、また、

その際、例えば、都道府県職員や公衆衛生学の教員等による説明会の開催やパブリックコメントの実施等により、住民に対し説明し、住民か

らの意見を十分把握できるよう努めることが求められる。

介護との連携においては、市町村や介護関係者が協議に参加することが想定されるが、地域や議題によって、知見を有している者や関係する

者が異なることも想定されることから、各都道府県が地域の実態に応じて、協議が円滑に進むような検討体制を整備することが重要である。

2.新 たな 地 域 医療 構想 につ いて



地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋 )

(4)関 係 者 に期待 され る役 割等

① 部道府県
・ 地域医療構想の策定や推進の主体として、引き続き地域医療信想調整会議の運営や各医療機関の取組への支援等を行う。

。 また、新たな地域医療構想は、これまでと同様、介護保険事業 (支援)計画との整割生の確保を図ることとされており、都道府県庁内の介護部門
と連携して対応することが求められるとともに、市町村によつては医療提供に関する部署がない場合等があるため、都道府県は地域医療構想調整
会議等に市町村の参加を求めるに当たり、研修の実施など、必要な支援を行うことが求められる。

。 また、都道府県庁内の介護関係部署をはじめとして、医療へのアクセスの確保等のため、公共交通等について、当該庁内の関係部署や関連する市
町村、都道府県間での連携体制の構築も求められる。

・ 特に、人口の少ない地域であつて、都道府県境に位置する区域については、隣接する都道府県の区域に患者が多く流出又は流入している場合があ
る。こうした場合、都道府県間で、地域医療構想調整会議における医療機関機能等に関する議論を両区域で一体的に進め、両都道府県で連携して
取組を推進するなど、実質的な取組が進むよう、者田道府県間で連携を行うことも考えられる。

② 国
・ 地域医療構想の取組主体としての都道府県に対して、必要な助言や支援等を引き続き実施する。都道府県に対し、地域医療構想の策定や推進に係
る考え方の提示、都道府県の進捗や運用に対するフォローアップ、地域医療介護総合確保基金等を通した財政的な支援やデータ分析に関する体制
構築支援、都道府県ごとに行われている取組の把握や横展開のほか、定期的に地域医療構想の策定や推進に資するための研修を実施すること等、
さらなる支援体制の強化が求められる。

。 また、議論のために必要なデータ等のうち、都道府県ご
｀
との把握が困難であり、国から提供する必要があるものについて、国から都道府県に対し、

適宜提供することが求められる。

③ 市町村
・ 市町村は、病院開設者の立場、介護保険事業の主体としての立場、行政の中で住民に最も近い立場など、様々な観点を踏まえながら、地域医療情
想の策定や推進に協力する必要がある。

・ 病院開設者としては、人口の少ない地域における自治体立病院は、当該地域での唯―の基幹的な医療機関として地域を支えている医療機関でもあ
る一方で、都市部においては、他の医療1幾関と機能が競合している医療機関があるなど、地域における役割は様々である。市町村は、自治体立病
院の開設者としての観点だけではなく、他の医療機関と同様に、病床数の稿T化 (ダウンサイズ)や提供する医療内容の見直し等を行い、地域全
体に係る提供体制の構築・維持や連携・再編・集約化の取組への協力が求められる。

・ 介護保険関連では、介護保険事業の実施主体として、介護保険事業 (支援)計画との整合陛の確保を図りつつ、者F道府県と連携しながら、介護に
係る課題について地域医療構想調整会議において共有するとともに、医療側の課題を把握し、医療と介護の連携に向けた取組を推進することが求
められる。

。 また、隣接する自治体や構想区域内の他の市町村と連携しながら、医療提供体制の構築や医療と介護の連携を進めることが求められる。
う|

2日 新 たな地 域 医療 構 想 につ いて

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療悔想 とりまとめ (抜粋)

(4)関 係者 に期待 され る役 菩u等

④ 大学病院ホ院  (「 3.(7)医 育及び広域診療辛基能」も参照。)
。 大学は医師の卒前・卒後教育をはじめ、診療以外の側面からも医療提供体制の構築において役割を担つている。今後、大学病院本院は、診療のみならず、
人的協力や人材育成について、都道府県と密な連携体制のもと、地域医療構想の取組を推進することが求められる。

⑤ 医療関係者
・ 医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体、有床診療所団体、病院、診療所等は医療提供の主イ本として、引き続き主たる関係者として、地域
医療構想の策定や推進に積極的な関与が求められる。関連する議題に応して、協議に参画することが期待される。

・ 都道府県全体の調整会議には全ての関係者が参画し、県全体の医療提供体制についての協議を行うことや、構想区域ごとの調整会議には、関連する議題
に応して、協議に参画し、取組を推進することが求められる。

③ 公立・公的病院等
・ ⑤の市町村と同様、県立病院や公的病院等や、その設置主体である都道府県、日本赤十字社、済生会、厚生連、国立病院機構、労働者健康安全機構等に
おいて葛、地域全体に係る提供体制の構築・維持や運携・再編・集約化の取組への協力の観点を踏まえて取組を進めることが求められる。

② 医療保険者
・ 健康保険組合や全国健康保険協会等の医療保険者は、都道府県単位での地域医療構想調整会議に参画することや、地1:色丸ごとの調整会議への参加者につい
ては、都道府県ごとに設置された保険者協議会に照会の上、選定する。また、地域ごとの協議について都道府県が保険者協議会の場等において定期的に
報告する場を設定することが求められる。

。 また、都道府県及び市町村についても、後期高齢者医療広域連合や市町村国保の保険者としての観点から、効率的な提供体制の構築に向けて構想の推進
に取り組むことが求められる。

① 介護関係者
・ 高齢者数急や在宅医療の需要の増加が更に見込まれる中、地域の医療提供体制の課題を共有し、医療機関との協力体制の構築等を通した体制整備への協
力が求められる。

・ 特に介護老人保健施設、介護医療院等では、1曼性期の医療ニーズを有する者の受入や高齢者の入院前や退院後を支える役割を担うことが求められる。

う こ きる者

て

シリテーターを務めることができ

とに地域の医師会関係者や地域の医療提供体制に詳し
に関する公衆衛生学の教員等の医療政策に関す

携わった者等の現
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地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋 )

(5)策 定・推進のためのデータ

・ 現イ犬の把握やその後の議論において必要となる人口推計などの基本となるデータについて、ガイドラインで整理することが必要

である。また、診療領域ごとの病院単位での入院患者数のデータ等といった詳細なデータについては、国以外で作成されている

データの活用のほか、国におけるデータ提供や、者B道府県が公開データから必要なデータを加工できるような体制作りに向けた

支援を行うことが求められる。

。今後の地域の協議において把握が必要なデータで、病院からの報告により把握が可能なものについては、医療機関機能報告・病

床機能報告において報告することが求められる。

:;ri

2.新 たな地域医療構想について

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋 )

(1)基 本 的な考え 方

今後の人口動態に応した地域ごとの入院医療や在宅医療の確保等の諸課題に対応するため、医療機関機能の確保の協議を通じて

将来の医療提供体制の確保の取組を推進する必要がある。

医療機関の連携・再編・集約化については、地域における急↑生期拠点機能を担う医療機関の確保をはじめとして、高齢者救急等

の救急搬送への対応や慢性則の医療需要に対応する体制の確保等、単に医療機関機能を選択するだけでなく、それぞれの機能に

おいて求められる医療提供体制の課題や、必要に応して医療機関の経営状況等を踏まえながら、地域ごとに把握し協議を行い、

地域全体で取り組むことが重要となる。

また、関係者が医療機関の役割を理解できるようにするため、医療機関機能報告において、医療機関がそれぞれの機能に対応す

る診療実績等を車R告することが必要である。

まずは各医療機関が自ら検討を行つた上で、現在担っている機能に近い医療機関機能、2040年に向けて担う医療機関機能、診
療実績等を医療機関機能報告において報告し、その後、地域医療構想調整会議において、診療実績等の客観的なデータも踏まえ

ながら協議を行う。協議において、

地域医療構想調整会議での決定以降は、決定された医療機関機能とその診療実績等を都道府県へ報告する。また、2028年度以
降に、医療機関の取組の状況や地域の医療需要の変化等を踏まえて、医療機関機能の見直しが行われることも想定されるため、

そうした変更があつた場合には、必要に応して、地域医療構想調整会議において医療機関機能の報告内容や医療提供体制への影

響について確認することが求められる。

在宅医療を担う医療機関であつても、救急車の受入も多い医療機関があるなど、地域の医療資源や医療需要の1犬況によつては複

数の医療機関機能を担うことが考えられる。他方、多くの医療機関が高齢者救急と在宅医療における後方支援等、複数の役割を

担つており、そうした場合に多くの医癖機関で檀数の役割を報告する中でも、将来の役割分担に資するよう、例えば、2040年
に向けて医療機関が複数の機能を担う場合に、それぞれの機能に加えて主たるオ玄畿能にも着目しながら協議することも考えられる

ことなど、複数の医療機関機能を報告する上での考え方を整理することが必要である。
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地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋 )

(6)医 療機 関の連携 ・再 編 ・集 約 化 につ いて

今後、2040年に向けて、人口の少ない地域においては、高齢者人口も減少し、医療の担い手の不足が見込まれ、様々な医療需
要が減少する。

大都市型の地域においては、医療需要の総量としては大きく減少はしないが、手術等の集学的な医療は相対的に減少し、高齢者

救急等の包括期の医療需要や慢‖生期の需要が相対的に増加していくなど、医療需要の質が変化していく。こうした中で、大都市
型の地域における提供体制が

'F効

率であることは、当該地域での医師の働き方等への影響だけでなく、医療従事者が都市部を志
向する傾向等により、糸吉果として医師の偏在等が助長されること等も懸念されることを踏まえると、それぞれの地域ごとにその

状況に応した医療機関の連携・再編・集約化の取組が求められる。

ており、こうした高度な手術等については、地域の医療資源に応して、構想区域よりも広域な単位で集約して実施することを検
討する必要がある。

また、胆嚢炎の手術等といった頻度が高い全身麻酔を要する手術については、均てん化され、構想区域ごとに確保されることが

求められるが、医療資源が,間沢ではない地域であつて、複数の医療機関で同じ診療科の手術をそれぞれ小規模で実施しているな
ど、小規模で全身麻酔手術を実施する医療機関が多く存在している地域においては、外科医師の確保や育成、麻酔科医等の周術
期に関係するその他の職種を確保するという観点を踏まえながら、体制について検討する必要がある。

救急医療の役割分担については、救命救急センター等の基幹的な病院が多くの救急車を受け入れて下り搬送を行う地域や、多く
の医療機関で救急車を受け入れ、初期診療を実施した結果、緊急性が高く、専門的な医療が必要な場合等に、救命救急センター

等に上り搬送を行うといつた地域が存在している。増加する高齢者救急への対応等のため、急性期拠点機能を担う医療機関以外
でも救急対応を確保する必要がある。高齢者救急に係る実施基準の検討にあたつては、地域の実情に応して下り搬送や上り搬送

。また、医療機関機能の連携・再編・集約化について、例えば急性期拠点機能や急′1生期病床の集約化だけではなく、救急車の受入
れや手術の実施を行う医療機関の集約化や役割分担、夜間に緊急手術を行う医療機関の集約化等も取組として検討が必要である。
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地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋)

(2)高 齢者教急・ 地域 急性 期 機 能

①高齢者救急について

,高齢者は一般的に、年齢が上昇するほど介護が必要となり、また、高齢者救急については、誤疎‖生月市炎や心不全等の疾患や症候
が多く見られることから、入院医療の需要は高まるものの、高齢となるほど手術を要する入院の書」合は低下していく。そうした

疾患は、地域の基幹的な医療機関以外の医療機関も含め、多くの医療機関で対応されている。

。また、入院によりADLが低下し、在宅復帰が遅くなる場合もあり、入院早期からり八ビリテーション・栄養管理・口腔管理を提
供して早期からの離床を促すとともに、退院に向けて在宅医療や介護との運携も包括的に行うことが求められる。

・ さらに、高齢者個人に着目すると、同年齢でもADL等の差が大きく、また、高齢者に特徴的な疾患や症候であつても、集中的な
医療資源を投入して救命の上、生活に復帰する場合も存在するなど、年齢で一概に高齢者救急を定義づけることは困難である。

。こうした特徴を踏まえると、患者の救急搬送先を選定する際に、何らか一律の基準をもつて当該患者が高齢者救急であると判断
して包括期の病床を有する医療機関に搬送する、といった一律な対応は困難であるが、救急隊と医療機関の11青報連携や平時から
の治療状況・方針等の情報連携の体制の構築や地域の医療提供体制の確保状況を踏まえながら、高齢者救急について、傷病者の

搬送及び受入れの実施に関する基楽 (実施基準)に位置づけることが必要である。

。また、高齢者への適切な医療やリノ(ビリテーションを提供するため、医療機関に加えて、介護保険施設でのり八ビリテーション

提供が可能であること等、介護側の資源を理解し、早期退院や適切な受診につなげられる体制の確保が必要である。

②医療機関機能について

。高齢者をはじめとした救急搬送を受け入れるとともに、必要に応じて専門病院や施設等と協力・連携しながら、入院早期からの

り八ビリテーション・退院調整等を行い、早期の退院につなげ、退院後のリノ(ビリテーション等の子是供を確保する。

・ 救急の受入に当たっては、特定の施設からの受入に限定せず、高齢者救急等の二次救急や受入れ後の早期からの医療やり八ビリ

テーションの提供、早期退院に向けた取組、介護施設の協力医療機関として、介護施設と連携を行う等が求められる。

・ 人回の少ない地域等で、急性期拠点機能を担うような医療機関が二次救急の役割を担う地域も存在すると考えられるが、地域内
のアクセスや地域全体の医療需要の観点を踏まえると、基本的に、急性期拠点機能を担う医療機関や高齢者救急・地域急性期機
能を担う医療機関が連携して受入体制を確保することとなる。そうした場合であっても、手術等の医療資源を要する急性期医療
を安定的に提供していくためには、地域のイ固別の実情、地域全体の医師の数や働き方の状況等を踏まえ、急性期拠点機能を担う
医療機関に集約しつつ、それ以外の救急搬送については、高齢者救急・地域急性則機能を担う医療機関が主に受け入れるなどの

役割分担について協議することが重要となる。
t12

3B医 療機 関機 能 の 確 保 につ いて



地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋)

(3)急 性 期 拠 点機能

・ 急性期拠点機能は、地域での持続可能な医療従事者の働き方や医療の質の確保に資するよう、手術や救急医療等の医療資源を多く要する症
例を集約化した医療提供を行うものである。

急性期拠点機能は、救急医療の提供や、手術等の医療資源を多く要する医療について、幅広く総合的に提供することが求められる。提供す

る医療の内容については、緊急性及び頻度の高い疾患を基本としながら、地域の医療資源や医療需要を踏まえて検討し、不足する医療サー

ビスについては、大学病院本院や他の構想区域の急性期拠点機能を有する医療機関等との連携体制を構築することが必要である。

・ 主たと急性期拠点機能に、地域において相対的に多くの医療資源や急性期に係る症例が集約化されることとなるため、単に手術の実施や救

急医療の提供を行うだけでなく、例えば、災害医療への対応、新興感染症対応、医育 (臨床研修・専門研修)、 地域の医療機関への人的協

力、地域における必要な病床の確保のための積麺的な役割など、各地域において政策的に必要な医療等も含め、地功において求められる医

療を提供する必要がある。

。 その他、診療実績だけに着目した場合に、急性期拠点機能を担うことが想定される医療機関であつても、当該医療機関の建物が老朽化して
いる場合や経営状況が悪い場合もある。2040年やその先を見据え、当該医療機関の経営状況が悪く、医療提供体制全体に係る費用が大き
くなることが見込まれる場合や、当該医療機関以外に、急性期に係る診療実績は相対的に低いものの、建物の建替が当面必要ない病院が存

在する場合には、その他の医療機関が急性期拠点機能を担うことも考えられる。

。 このため、急性期拠点機能については、診療実績やその他の関連データも踏まえ、診療実績データを基本としつつも、政策医療の実施状況
や経営状況、建物の状況等も含め、総合的に地戦で協議することが重要である。

・ 今後は、人口構造や医療資源に応じて効率的な急性期医療の提供体制を構築することが求められていく。こうした中、二次医療圏内で 2日
に1日以上緊急手術が発生する医療圏は人口30万人以上が多いことや、人口20万人未満の医療圏には時間外緊急手術が圏1[。立内でほとんど
実施されていない医療圏が一定数存在すること等を踏まえ、一定以上の緊急手術の需要が生じる単位で急性期拠点機能を一つ確保すること
が必要である。このため、急性期拠点機能は、人口の少ない地域においては、一つ確保・維持することとし、地方都市型の地域や大都市型

の地域において、人口20万人から30五人の単位で一つ確保することを基本的な考え方として確保する。

大学病院本院が所在する構想区域の場合であって、当該大学病院本院が当該区域より広域な三次医療固などを対象とした医療を主に提供し

ている場合等においては、大学が担う医療の内容や病院間の役割分担等を踏まえた上で、効率的な提供体制の構築が可能であれば、必要に

応 じて大学病院本院と別に急性期拠点機能を確保することも検討する。

また、人口の少ない構想区域においても、手術件数等や他区域からの流入が多い場合に二つ確保することや、人口が30万人を超える場合
であっても他区戦ハの流出が多く、手術件数等の症例数が少ない場合には一つ確保することを目安とする。

急性期拠点機能を確保する数が増加し、医師等の医療資源や急性期に係る症例数が分散されると、医療従事者の働き方に不均等や非効率が

生し、結果として、必要な24時間の救急医療提供や緊急手術等への対応体制の維持が地域全体として困難になること、医育や医療の質の

確保 くなり、医師の偏在傾向が悪化すること等、医療提供体制の持続可台

'性

が懸念される。
(i,
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地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋)

専門等機能は、高齢者数急・地域急性期機能、急性期拠点機能、在宅医療等連携機能にあてはまらないが、集中的なり八ビリテーション、

中長期にわたる入院医療機能、有床診療所の担う地域に根ざした診療機能、一部の診療科に特化し地瑚ニーズに応した診療を行うものであ
る。

集中的なリノヽビリテーションを提供する医療機関としては、入院時におけるリノ(ビ リテーションに加え、地域の外来や在宅においてリノ(ビ

リテーションを必要とする患者に対してり八ビリテーションを提供することが期待される。

中長期にわたる入院医療を担う医療機関としては、今後l曽加する在宅医療等の慢性期の医療需要が増加する中で、長期にわたり入院医療を

必要とするマルチモビディティ (多疾病併存状態)の患者に対する医療の提供が期待される。

有床診療所においては、基本的に専門等機能を選択するが、地域において在宅医療の積極的な提供や高齢者救急の受け入れ等を担っている

場合等については、有床診療所における在宅医療等連携機能や高齢者救急・地域急性期μメ性能として報告する。

一部の診療科に特化した診療を行う医療機関については、専門等機能を報告することが基本となる。

大腿骨骨折等の今後増加する整形外科領域に対して、夜間の救急対応も含めて地域において効率的に機能している医療機関もある一方で、

地域の中で、減少傾向にある脳血管疾患患者等に対する手術の需要がさらに減少することや、麻酔科医や外科医等の確保が更に困難となる
ことが見込まれる中で、地域としてそうした医師等を確保し、効率的な医療提1共を行うためには、地域内で手術等の集約化が必要であるこ

と葛想定される。

また、がん診療連携拠点病院等のうち、専門等機能を担うこととなる医療機関については、地域全体の医療機関機能の連携・再編・集約化
の観点を足'沓まえつつ、第 9次医療計画等に向けて、 5疾病 6事業における医療機関の類型の考え方についても必要に応して整理することが
求められる。

(4)在 宅 医療 等 連携機 能

・ 在宅医療等連携機能は、地域での在宅医療の実施、他の医療機関や介護施設、訪問看護、訪問介護等と連携した 24時間の対応や入院対応
を行うものである。

人口の少ない構想区域や、局所的に在宅医療を提供する医療機関等が少ない場合等において、地域の医療資源に応じながら、在宅医療や訪

問看護を提供すること、また、診療所による在宅医療の実施等が多い場合に入院対応等の後方支援や、介護施設と連携して協力医療機関に

なること等、地域の医療資源に応じた在宅医療を支える役割が求められる。

・ 特に、在宅医療を提供する場合においては、在宅医療に係る生産性向上に資する取組等を通して効率的な在宅医療の提供体制を構築できる

よう、往診、D to P wtth Nを含むオンライン診療や、在宅療養患者のパイタ)レ等の遠F高モ三タリング等を積極的に活用することが求めら

れる。
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地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋)

(7)医 育及 び広域 診療 機 能

今後、人材の確保がますます困難となるほか、症例数の減少が見込まれる中、地域の医療提供体制を持続可能なものとする観点

に加え、医師の育成の観点からも、人的協力について、都道府県と大学病院本院で密な連携が必要となる。

具体的には、大学病院本院は都道府県に対し、医局に属する医師数等の盾報を共有し、都道府県は地域医療構想を足'きまえながら、

地域で特に医師の派遣が必要な病院を調整した上で、都道府県は、都道府県内全体の1犬況や地域枠の医師の勤務1犬況等の情報を

整理した上で、大学病院本院に共有し、大学病院本院と者B道府県間で医師の派遣先を調整することになることが考えられる。

その中で、都道府県単位で、特に、大学病院本院から急性期拠点機能を中心とした、地域医療構想全体を踏まえた人的協力のあ

り方について協議を行うことが重要である。

その際、急性期拠点機能を有する医療機関に対して外科医や麻酔科医等の人的協力を行う場合には、地域ごとの医療機関の連

携・再編・集約化の取組に沿つた人的協力が行われることが求められる。なお、地域枠の医師について、これまでは都道府県職

員として地域の著B道府県立病院等において勤務するといつた取組が見られた。今後は、民間病院も含め、地域医療構想に沿った

人的協力や地朝枠の医師の派遣が可能となるよう取組を進める必要がある。

広域な観点での診療については、小児がんや移植医療など、症例数が少ない医療提供のため、者田道府県単位叉はより広域な単位

で連携して医療の提供を1喜来にわたつて維持できるようにすること、医育については、これらの地域で多様な症例に対応する人

材を育成する体制が構築できるようにすること等が求められる。

現在は、いわゆると県1医大の県において当該県の人材の多くが当該大学に関係するところもあれば、他の都道府県に所在する

大学に人材の提供を頼つているところ、都道府県内に多くの大学があるところなど、都道府県と大学の関係
f性は様々である。今

後の具体的な取組も都道府県と大学との関係性により様々ではあるが、求められる役割に関する取組イ犬況については病床機能報

告等を通して把握し、先進事例について横展開すること等が求められる。

広域な観点での診療について、大学病院本院では、者F道府県がんセンターや救命センター等、医療計画における都道府県の基幹

となる役割をはじめとして、小児がんや小児血管外科や移植医療等、希少性の高い疾患に対する医療の提供を担つている。引き

続きこうした役割や、場合によっては都道府県を越えた連携体制の構築も含め、検討が必要である。

また、大学病院本院についても、他の医療機関と同様に、地域全体に係る提供体制の構築・維持や連携 。再編・集約化の取組ヘ

の協力の観点を踏まえて、病床数の適正化 (ダウンサイズ)や子是供する医療内容の見直し等を行う等の取組を進めることが重要
である。

なお、大学病院本院は地域毎に確保する医療機関機能ではなく、医育及び広颯診療機能のみを報告するものとする。

〔iti

3日 医療 機 関機 能 の 確 保 につ いて

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋)

医療 需 要 、必 要病 床 数 の 雄 計 につ いて

・ 病床については、入院医療の協議の主な議題の一つとして、引き続き協議を行うことが重要である。推計方法としては、これまでの推計方法を基本とし
て、2040年の11生・年齢階級別人口について、2024年のNDBデータを用いて算出した入院受療率を乗じるとともに、NDBデータに含まれない自然分娩、
労災保険、自賠責保険の患者についても、機能区分ごとの医療受療に比例するよう按分して追加することで地域医療構想の取組がない場合の病床数を計

算する。

その後、地域医療構想の取組による効果等 (改革モデル)を反映させ、必要病床数を算出する。具体的には、

入院受療率の低下傾向やこれまでの地域医療構想の取組等による効果を反映させるため、医療機関の連携・再編・集約化等に伴う病床利用の効率化分、

入院の下又代入時からり八ビリ等を提供し早期退院による効率化分、在宅医療や介護との連携による効率化分として、現在の地域医療構想における見込みと

実際の医療需要との差分を反映させる。

令和 7年度補正予算において、病床数の適正化に対する支援を行うこととしている。本事業については、新たな地域医療構想の取組開始前に病床の適正
化に取り組むことを目的としており、この事業迎旨を踏まえると、必要病床数の推計にあたつては、病床が削減されることを前提として検討することが

必要である。このため、当該事業において削減が見込まれる病床について、病床利用率を乗じて入院患者数に換算し、NDBデータから算出される医療需
要のデータから、これらを控除した場合の減少率を算出し、「1-減少率」を性・年齢階級別の入院患者数に乗じることで反映する。

75歳以上の患者のうち4割程度の患者において、急性期医療として主に実施されることが想定される手術や処置が実施されていることや、そういつた治
療は行わないものの引き続き急lとH月入院医療として実施される患者が存在することを鑑み、これまで急性期と区分してきた75歳以上の思者のうち 5割を
引き続き急性期の需要として見込み、残りの5割の患者を包括期の需要として見込む。

回復翔リノ(ビリテーション入院料を算定している整形タト科疾患の患者について、入院後からの速やかなり八壁リテーションの角紫や、入院での集中的な

り八ビリテーションを要さない状態となつた後に速や力Чこ外来・在宅等でも切れ目なく必要なり八ビリテーションを提供する体制を構築し、さらなる効

果的・効率的な提供の推進による平均在院国数の短縮を進めることを見込む。

必要病床数の算出にあたり用いる値 (病床琴家働率)については、これまでの地域医療構想においては、高度急 生ヨ遍750/o、 急性期フ80/O、 回復期900/O、 慢
性期920/。 としてきたところ、実際の病床稼働率としては、急性期 780/。 といった数字では医療機関の経営は成り立たないといつたことや、新興感染症等

に対応できるよう、一定の余裕が必要であることが指摘されている。

医療需要が変化している中で、低下している現在の病床利用率をそのまま用いて必要病床数を算出することは、実際よりも過大に病床致が推計されるお

それがある。このため、現在の各機能区分の病床稼l肇力率を基本として、効率的な病床の運用により病床稼働率を高める取組に資するよう、低い病床イ家働

率を除いた上で中央値により算出した、高度急性期フ80/O、 急!陛期830/O、 包括期 870/O、 慢性朗 920/。 とする。

さらに、今後の医療 DX等の取組を進め、特に高齢者救急への対応が期待される包括期の病床を中心として、急性期や、慢性期においても入退院の円滑
化や病床管理の質の向上等による効率化の取組や病床数の適正化を進める必要がある。必要病床数の算出にあたり用いる値について、高度急性期・急性

期 +10/O、 包括期 +20/。、慢性期 +0.5。/Oをそれぞれ加算することで、これらの取組 IEよる効率化分を見込むこととする。

。 この数値は、必要病床数の算定のためのものであり、医療機関が目指すべき数値ではないことに留意する必要がある。

・ このほか、必要病床数については、人口推三十や今後の受療率の変化を反映するため、医療計画の見直しのタイミングにあわせ、2030年 ・2036年に、都
6S
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地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋 )

病床 機 能 報 告 等 につ いて

高度急性期及び急性期 については、急性期―Я豊入院料を算定 している痛棟のうち高度急性期 として報告されている割合について、都道府県ごとに差があることや、医療機

関内で同じ入院料を届け出ている場合でも高度急性期と急性期を区別して報告することが難 しいといった指摘もある。こうしたことを踏まえ、高度急性期及び急 LH月につ

いて、医療需要の推計や病床機能の報告 |こ当たってはこれまでどお り、高度急性期及び急性則のそれぞれを報告することとするが、地域での協議においては、高度急性及

び急性期の病床数を一体 として取 り扱う。

病床機能の報告に当たっては、これまでと同様、自主的に医療機関が報告することとするが、一定の客観性をもつた報告となるよう、病床機能(こ対応する診療報酬の入院

料の種類について、ガイドラインで示すことが必要である。

外来医療や在宅医療について、地域拐」等の将来推計人ロデータを用いて将来の医療需要を算出するほか、地域差に係る指標の推計値についても、2040年の人口推計を基
に推計し、地域ごとの協議に活用できるよう検討する。

医療機関機能と病床機能については、必ずしも一対―で対応するものではない。ただし、急性期拠点機能を担う医療機関は高度急性期機能 急性期機能の病床を有 し、高
齢者救急 地域急‖生期を報告する医療機関は包括期機能の病床を有することが想定される。

病床機能報告と必要病床数についての考え方も、関係者がその意義等を理解できるように示す必要がある。具体的には、

必要病床数については、現在の医療需要と将来の推計人口から、将来の医療需要を推計し、地域における病床の機能の分化及び連携が推進されるよう、現在の患者の受療

率が変わらないもの と仮定 し、人口変化を踏まえて2040年 の推計人口に受療率を乗 し、算出するものである。

設定に当たっては、地域ごとに患者の日ごとの医療資源投入量を確認 し、医療資源投入量等に応 してどの機能区分に該当するかを精緻に算出している。このため、医療機

関や病棟によらない地域全体で見込まれる医療需要を算出したものとなる。

病床機能報告については、医療機関が有する病床が担う役割を明確化 し、1幾能分化を推進するために報告をしている。病棟 には通常、様々な機能区分に該当する患者が混

在するが、病床機能報告としては、最も適する一つの機能区分を選択することとしている。

このため、医療機関から報告される病床機能報告 |こおける機能区分ごとの病床数の総和は、サービス提供単位 としての病棟ごとの病床数の総和であり、必ずしも心要病床

数と一致するものではない。

こうした、それぞれの算出方法が異なることを理解 した上で、必要病床数を地域における機能別の病床数としてとらえ、現在の病床数 との差分について、単に数字上で、

必要病床数が現在の病床数を上回るため必要病床数となるよう病床を整備する、ということではなく、地域ごとに実際の診療実態等を踏まえて病床の過不足を議論し、取

組を推進 していくことが重要である。

また、基準病床数と必要病床数について、基本的な算定式の考え方は同様であるが、これらはそれぞれ、 6カ年計画である医療計画において設定するものであるか、地域

医療構想として中長期 に設定するものであるかということや、基準病床は一般病床と療養病床の数字を合算してお り、必要病床数は機能区今どとに病床数を算出している

こと等、算定に当たって目標 とする時期や意義等が異なる。そのため、増床の申請に対する許可の検討に当たつては、それぞれの病床数の相違点等IE留意しつつ、両者の

である。

必要病床数と基準病床数について、そのどちらかがI見J犬の病床
井故ょり多い場合には、現在の医療需要が長期的に減少することが見込まれることを踏まえ、特に慎重に増床

等の許可を検討することが必要である。

また、構想区域の広域化を検討する中で、構想区域全体としては数字上、増床が考えられうる場合であつても、病床機能によつては、新たな構想区域内でも、広域化前の

相対的に医療資源が少ない地域等での増床が望ましいと考えられる場合において、広域化後の構想区域内の地域のうち、特に増床することが考えられる地域 (例えばA市

B区など)を地域医療構想調整会議であらかしめ協議しておくこと等、増床等の許可の検討に当たっての考え方の警理が必要である。

4B医 療 需 要の 推 計 と病床機 能報 告 につ いて ③

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地よ:。1医療構想 とりまとめ (抜粋 )

大都 市 型 、地 方 都 市 型

・ 特に人口の大きな都市部においては、医療資源の差異以外の、交通網の発達等といつた様々な要因により、患者の受診行動が多

様となり、区域間の流出入が複雑となつている。また、医療機関が極めて近接している場合等もあり、区域の境界部にも多くの

医療機関が存在するなど、適切な区域の設定が困難である。流出入率等が一定あることを踏まえながらも、地域での医療提供体

制の協議や必要病床数の運用が可能な単位で、実態を踏まえて適切に区域を設定することが嗽められる。

・ 大都市型や地方都市型の構想区域等においては、急性朗拠点機能で全ての手術を対応することは困難であり、高齢者救急・地域

急性期機能においても、例えば高齢者に対する骨折の手術等、頻度の高い一部の手術について対応することが考えられる。こう

した手術の役割分担については、足下における、各医療機関が担つている手術の状況、区域内の手術数、麻酔科医の数等も踏ま

えながら、地域ごとに協議し、役割分担を進めることが重要である。

・ また、こうした手術や救急医療を一定数担う医療機関が複数存在している場合において、近接するあまり実績のない医療機関に

ついては、在宅医療等の他の役割を担うことを検討することが求められる。

。大都市型の地域を含み、構想区域が広大な場合であつても、局所的に在宅医療を担う診療所が少ない場合等は、在宅医療等連携

機能を担う医療機関が在宅医療等を提供することも考えられる。

・ 生産年齢人回の減少と高齢者人口の増加が起きることとなる地方都市型の地域においては、大者F市型の地域と同様に、高齢者救

急・地域急性期機能においても、例えば高齢者に対する骨折の手術等、頻度の高い一部の手術について対応する必要がある場合

もあれば、手術等が必要な症例については地域の医療資源に応して、急性期拠点機能を有する医療機関へ搬送する場合もあると

考えられることから、地域ごとに医療需要等を踏まえながら協議や役割分担を進めることが必要である。

人口の少ない地域においては、生産年齢人口の減少に加え、高齢者人口の減少が生していることから、急性期医療の需要が現時

点においても少なく、今後更に減少することが見込まれる。このため、手術等の医療資源を多く投入する医療行為について集約

化して区域内に急性期拠点機能を一つ確保し、持続可能な提供体制を構築することが求められる。また、高齢者救急・地域急性

期機能等についても、2040年の人口も見据えながら、適切な医療機関数や病床数となるよう、適正化を進めることが求められ
る。
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5日 人 口規 模 に応 した地 域毎の 課 題 につ いて



地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療構想 とりまとめ (抜粋 )

(1)策 定 のプ ロセ ス

①策定のプロセスについて

地域医療構想の策定は2028年度までに行うこととされている。まずは地域における現状を把握し、地域ごとの課題を共有しながら、区域の設定
や必要病床数の推計、医療機関機能の確保等の目的ごとに、それぞれにおいて具体的な目標を設定 。共有し、取組や協議を行う。課題の把握や対
応案の設定等の各段階において、その内容を公表する。

課題の設定後、取組の方向性について2028年度中までに決定し、具体的な取組については第 9次医療計画の検討の過程等で検討し、2035年を目
途に一定の成果の確保を行う。

②スケジュールの共有・現状の把握

やスケジ としての人口推計、現在の病床数 必要

。 その後の地域医療情想の策定に向けたプロセスにおいて区域の見直しの必要」性が認められた場合は適宣見直しを行う。また、すでに新たな地域医
療構想の方向性を踏まえ、区域の見直しを行うことが決定している場合は、あらためての協議は不要とする。

③課題・目的の設定

・ 入院医療をはじめとした医療提供や人材の確保についての地域における課題をデータに基づき把握し、当該地域で中心となる課題や都道府県全体
で取り組むべき課題や目的を設定し、関係者間で共有する。

④対応案の検討、地域医療構想の策定

き方の改善も含めた医療従事者の確保や医療機関へのアク

⑤取組の推進

,都道府県は、医療所管部署を中心に、介護担当・薬務担当・国保担当等の関係部署とも連携して、地域医療構想の実現に必要な事業の進捗評価を
定期的に実施し、必要に応して施策の見直しを図るなど、 PDCAサ イクリレを効果的に機能させることが必要である。

CP塾縄憲ξ?
とが必要である。

く
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(2)構 想 区域

構想区域については、必要病床数の設定の観点や急性朗拠点機能の確保等の提供体制を協議するための適切な範囲かといつた観

点を踏まえ、将来にわたつて地域での医療提供に関する協議を行う場として設定するために、区域の設定や隣接する他都道府県

の区域との連携体制の必要性について協議を行う。

構想区域の見直しに当たつて、当該区域の人口規模等が大きく、交通等の整備状況によっては、区域内で病床数等の医療資源の

偏在等の課題が生じる。また、人口規模等がィ」ヽさすぎると、多くの医療が区域内で完結しなくなる。こうした点に留意しながら、

者田道府県ごとに地域の実態を踏まえながら検討することが必要となる。

構想区域は、現有する医療資源の状況や患者のアクセス等を踏まえながら設定することが必要である。このため、構想区域の見

直しに当たつては、現在の人口や人口推計、医療機関数、機能区介別の病床数、必要病床数、建物・医療機器等の整備1犬況、医

療従事者の医療資源や他の都道府県も含めた隣接する区域の医療資源、患者の流出入等について把握する必要がある。

人口が少なく、住民の相当程度が流出していること等により、単独の構想区域として将来の提供体制を検討することが困難であ

ることが見込まれる場合は、構想区域の統合や再編を検討する。

また、人口の少ない二つの地域で、者田道府県域を越えた隣接する区域間で実質的に流出入がある場合等について、都道府県同士

で区域を一体とすることが困難であっても、急性期拠点機能を担う医療機関を両区域で一つ整備する方向性を共有し、アクセス

の支援や病院の運営等の連携を検討することも必要であり、具体的な運用をガイドラインにおいて示す必要がある。

病床数や各医療機関の診療実績等を踏まえながら、医療機関機能の確保や必要病床数に関する協議にあわせて、急性期や包括期

の医療需要に関する役害」分担、手術や救急搬送における役割分担等について協議し、症例数が減少するとともに医療従事者の石佳

保が困難となる中で持続可能な急性期医療提供体制の確保を進める。具体的には、以下の事項について協議を行う。

・医療機関機能について、急性期拠点機能の確保に関する事項         ・介護との連携に関する事項
・包括期機能の確保等、病床機能に関する事項                ・人材の確保に関する事項

・実施基準の検討を含む救急搬送や手術、診療科ごと等の役割分担に関する事項 ・患者の医療アクセスに関する事項
。在宅医療等のノヾックベッドや協力医療機関の確保に関する事項        ・退院後のり八ビリテーションの確保に関する事項 等
・慢性期の医療需要の体制整備に関する事項

0

(3)入 院 医療

6B策 定 につ いて
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(4)外 来 医療

外来医療の需要は一郡の大都市型の地域を除いて減少が見込まれる中、すべての地域の患者が安心して地域で療養できるよう、

地域において診療体制やかかりつけ医機能で求められる役害」が充足しているか、医歯薬連携体制が構築されているかを確認し、

必要な取組を行う。

また、高齢者救急が増加する中、入院から外来まで必要な患者に適切なリノ(ビリテーション・栄養管理・口腔管理が提供され、

速やかな在宅復帰が進むよう、医療保険でのタト来のり八ビリテーションや、介護保険での通所や訪問リノヽビリテーションの活用

を進めることが求められる。

初診・再診やD to P wtth Nを 含むオンライン診療の活用状況やイ薯来の見込み、かかりつけ医機能報告等も踏まえつつ、医療機

関、歯科医療機関、薬局の数等を把握しながら、外来医療を引き続き診療所中心で子是供できるか、患者の医療アクセスを担保で

きるか、といつた観点で以下の事項について協議が求められる。

・ 外来医療の体制確保に関する事項
・ 休日、夜間等の診療体制の確保に関する事項

特に人口の少ない地域を中心に、診療所の減少が進む中、診療所では担いきれない外来医療へのアクセスを確保する観点から、

地域の病院を中心に提供体制を構築する必要があり、急性期拠点機能や高齢者救急・地域急性期機能等を担う医療機関が対面診

療を基本としつつ、オンライン診療の適切な実施に関する指針を進守し、オンライン診療を組み合わせたタト来医療の提供を担う

ことも考える必要がある。また、へき地や診療所の数が限られている地域等において、オンライン診療の活用を推進することが

必要である。

また、大都市型の地域において、高齢者の外来医療の需要等が増加することが見込まれる地域もあるが、日本全体における効率

的な医療提供体制の構築や医師の偏在是正の観点も踏まえ、そうした地域においても効率的な外来医療の提供に向けた協議は重

盟である。

,¬
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(5)在 宅 医療

・ 高齢者の増加に伴い、在宅医療の需要の増加が見込まれる。在宅医療は医師等の従事者が患家等へ移動する必要があり、外来医

療等と比較すると効率的ではなく、在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおいても、今後の在宅医療のあ

り方の検討が必要とされている。

・ 在宅医療については、現在の提供実態や需要の1署来見込みなどを活用し、将来の需要の状況を把握した上で、現状と比較して、

今後充足できるかを把握する。

・ 在宅医療と介護施設、療養病床の一吉Fについては患者像が重複する場合があり、地域の資源に応してサービス提供が行われてい

る。さらに需要が増加する場合、体制強化や効率化等による在宅医療の提供量の増加のほか、介護施設や療養病床も含めて、慢

性期の需要を地域で支える提供体制を構築することが必要である。また、歯科医療機関と連携した口腔健康管理の実施体制の構

築や、薬局と連携した切れ日のない薬剤情報連携体制の構築が重要である。

・ 都道府県は、都道府県単位や構想区域単位の議論において、在宅医療等連携機能を報告する予定の医療機関や在宅医療を提供す

る医療機関、在宅歯科医療を担う歯科医療機関、訪問薬斉」管理指導を行う薬局、訪問看護ステーション、介護関係者等とともに、

在宅医療の需要の増加や、在宅医療をオ是供する医療機関、在宅歯科医療を担う歯科医療機関、訪問薬剤管理指導を行う薬局の数、

療養病床の数、介護保険施設の定員、訪問看護や訪問介護に係る人員の充足状況、医歯薬連携体制に係る状況等を把握する。

・ 一般白勺には、在宅医療等運携機能を担う医療機関が、地域において在宅医療を提供する診療所等に対し、ノ(ックペッド機能の提

供や、小児・難病等に関する専門的な訪問診療・訪問看護等に係る技術的な支援等を通じて、後方的な支援を行うことが求めら

れる。

。また、人口の少ない地域を中心に、地域の在宅医療の提供が十分ではない場合等においては、在宅医療等連携機能や専門等機能

(有床診療所)を担う医療機関が在宅医療の提供を推進する必要がある。

。また、在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループにおいて、患者が在宅での療養を継続するためには、疾患の重

症化予防とともに、患者の生活機能を維持することが必要であり、そのためには、病院、診療所や介護老人保イ建施設が提供する

訪問り八ビリテーションや通所リノ(ビ リテーション等を、患者の状況に応して組み合わせながら、地域において切れ目なくり八

ビリテーション・栄養管理・口腔管理を提供していくことが重要である、と指摘されており、こうしたことも踏まえながら取組

の検討が必要。

・ 地域ごとに、効率的な在宅医療の提供体制を構築できるよう、D to P wtth Nを含むオンライン診療等による効率化や病院によ

る実施体制の強化、介護施設などの在宅医療以外の資源により支えていく、といつた様々な方策を組み合わせるなどの取組につ

て い

6口 策 定 につ いて
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(6)介 護 との 連 携

。地域医療構想においては、慢性期の医療需要について、現在の療養病床数や介護保険施設定員数、在宅医療

を提供している医療機関数、在宅歯科医療を担う歯科医療機関数、訪問薬剤管理指導を行う薬局数、訪問看

護の看護師やへ)レノく―の確保状況、看護小規模多機能型居宅介護を提供する事業所数等を踏まえ、介護を含

む地域の資源を確認し、総合確保方針に基づく医療と介護の協議の場等も活用しながら、介護保険事業支援

計画との整合性の確保を図りつつ、在宅医療等とあわせた体制整備や、人材確保に関する事項について取組

を進める必要がある。

・ 介護老人保健施設は、医療ニーズのある利用者に対して、点滴等の必要な医療を提供し、居宅における生活

を継続できるようにするため、医学管理を実施する者等にショートステイを提供している実態や、り八ビリ

テーションが必要な者に入所や訪問、通所によリリ八ビリテーションを提供する機能があり、また、認知症

を有する患者が急性期を経過した後の退院先の選択肢として挙げられている。介護老人保健施設や介護医療

院等の医療と介護の連携に資する介護施設等の機能を地域ごとに適切に医療関係者が把握するほか、介護関

係者は各医療機関の機能 (高齢者救急・地域急性期機能等)について把握し、医療と介護の連携を進めてい
くことが重要である。

・ 高齢者施設等における医療需要への対応強化や介護老人保健施設等の有する医療やり八ビリテーシヨンを提

供する機能の活用による早期の退院促進など、介護保険施設の協力医療機関の確保や医療と介護の相互理解

の推進等については、すぐにでも取り組むことができる事項もあり、こうしたことについては、地域医療構

想策定の時期に関わらず取り組む必要がある。

・ 医療機関と介護施設の具体的な連携については、在宅医療及び医療・介護連携に関するワーキンググループ

等において検討が進められており、得られた好事例については横展開を図ることが重要である。

6.策 定について

地域医療構想及び医療計画等に関する検討会 新たな地域医療臓想 とりまとめ (抜粋)

医師の確保について、医師確保計画や医師イ扁
~在
の是正に向けた総合的な対策パッケージにおいて取組が進め

られている。また、医師以外の医療従事者については、第 8次医療計画等において、確保に係る取組が進め
られている。

・ また、厚生労働省の各担当部局において、各職種に関する需給推計等が進められているところ、新たに、将

来の医療提供体制の確保に向けた人材確保等の方向性が定まつた場合等には、その内容を踏まえ、ガイ ドラ

イン又は医療計画において内容を反映させることや、それぞれの取組の好事例の把握や横展開が重要である。

・ 急性期拠点機能を担う医療機関は、大学病院本院から人的協力を受けるなど、相対的に医師が多く動務する

ことが想定される。このため、当該医療機関は地域の医療機関における代診医や当直医の確保に協力するな

どの体制の確保への協力が重要であり、構想区域単位の調整会議において協力のあり方について協議を行う。

(7)人 材 確保
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